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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の経営指標等 

 （注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。 

回次 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期 

決算年月 平成13年12月 平成14年12月 平成15年12月 平成16年12月 平成17年12月 

売上高 （千円） 1,241,401 2,029,244 2,594,367 3,848,007 4,247,421 

経常損益 （千円） △104,408 44,826 156,588 243,021 268,544 

当期純損益 （千円） △114,028 11,650 227,171 330,594 222,004 

持分法を適用した場合の

投資利益 
（千円） － － － － － 

資本金 （千円） 600,015 750,015 750,015 945,515 977,315 

発行済株式総数 （株） 20,000 35,840 35,840 37,840 77,270 

純資産額 （千円） 305,272 507,013 734,185 1,585,580 1,871,184 

総資産額 （千円） 636,623 966,966 1,225,572 1,943,862 2,857,644 

１株当たり純資産額 （円） 15,263.64 14,146.58 20,485.08 41,902.22 24,216.18 

１株当たり配当額 

（うち１株当たり中間配

当額） 

（円） 
－ 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

500 

          (－)

１株当たり当期純損益金

額 
（円） △7,485.68 325.08 6,338.50 9,019.29 2,924.34 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額 
（円） － － － 8,738.65 2,844.17 

自己資本比率 （％） 48.0 52.4 59.9 81.6 65.5 

自己資本利益率 （％） － 2.9 36.6 28.5 12.8 

株価収益率 （倍） － － － 43.24 76.26 

配当性向 （％） － － － － 17.1 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － △68,097 249,446 38,894 △33,174 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － 17,947 △20,573 △56,646 △53,531 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － 50,000 △150,000 520,800 63,600 

現金及び現金同等物の期

末残高 
（千円） － 175,834 254,706 757,755 734,648 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数) 
（人） 

77 

(13) 

79 

(3) 

89 

(9) 

103 

(6) 

134 

(11) 



     ４．当期中における新株式の発行は以下の通りであり、その結果発行済株式総数は77,270株であります。 

①平成17年６月30日開催の取締役決議に基づき、平成17年７月29日現在の最終の株主名簿及び実質株主名簿

に記載又は記録された株主に対して、その所有株式１株につき２株の割合で平成17年９月20日をもって株

式分割を行い、発行発行済株式の総数は37,840株増加しております。 

②商法第280条ノ20、商法第280条ノ21及び商法280条ノ27の規定に基づく新株予約権（ストックオプショ

ン）の権利行使による新株発行によって、株式数は合計で1,590株増加しております。 

５．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、第５期については１株当たり当期純損失が計上さ

れ、また、ストックオプション制度導入に伴う新株引受権残高がありますが、当社株式は非上場であり、か

つ店頭登録もしていないため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。また、第６期にお

いてはストックオプション制度導入に伴う新株引受権残高があり、第７期においてはストックオプション制

度導入に伴う新株引受権残高及び新株予約権残高がありますが、当社株式は非上場であり、かつ店頭登録も

していないため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。 

６．当社は、第６期以降については、証券取引法第193条の２の規定に基づき、中央青山監査法人の監査を受け

ておりますが、第５期については当該監査は受けておりません。 

７．第５期から第７期までの株価収益率については、当社株式は非上場・非登録でありますので記載しておりま

せん。 



２【沿革】 

年月 事項 

平成９年５月 企業情報システムの根幹に関わる仕組みとしてのLinuxとJavaによる事業展開を目指して、東京

都千代田区三崎町三丁目1番16号に株式会社テンアートニを設立 

平成10年４月 東京都千代田区外神田三丁目14番10号に本社を移転 

平成12年４月 東京都千代田区外神田二丁目15番２号に本社を移転 

平成12年７月 大阪府大阪市淀川区西中島二丁目14番５号に、関西支店を開設 

平成13年９月 イスラエルの企業、Zend Technology,Inc.とWebシステム向けスクリプト言語PHP関連ソリューシ

ョンで総販売代理店契約を締結 

平成14年１月 企業規模の拡大を図ることを目的にノーザンライツコンピュータ株式会社を吸収合併 

平成14年６月 関西支店を閉鎖 

平成14年12月 Zend事業をゼンド・オープンソースシステムズ株式会社に営業譲渡 

平成15年５月 レッドハット株式会社とビジネスパートナー契約を締結 

平成16年８月 東京証券取引所マザーズに株式を上場 



３【事業の内容】 

（1）事業の内容 

当社は平成９年の設立以来、LinuxとJavaの技術を使用し、最先端の技術を追求するとともに、この2つの技術を中

核として、ソフトウェア・ハードウェア製品の開発、販売とサポート、システム構築を行っている会社であります。 

①Linux関連事業 

Linuxは、オープンソースのオペレーティングシステムです。Red Hat,Inc.等のディストリビューションベンダ

ー(*1)が企業や消費者向けに様々な付加価値をつけCDやマニュアルなどを再配布しております。インターネットの

普及により、本格的な情報ネットワーク社会の構築が実現されつつある中、深刻な社会問題となっている情報漏洩

や破壊に対し、Linuxはソースコードが公開されているため、問題解決対応が迅速となることから、官公庁、企業

でのLinuxの導入が進んでおります。 

当社では、設立当初よりLinuxを使った企業情報システムの構築に参画してまいりました。また、Northern  

Lightsブランドでのハードウェアの開発、販売・保守、Red Hat Enterprise Linux及びLinux関連ソフトウェアの

販売・サポート、Linuxを使った情報システム構築の支援などを提供しております。今後は、メインフレーム(*2)

やUNIXの情報システムを抱え、情報システム投資に対するコスト削減が大きな経営課題となっている企業や官公庁

等に対して、販売パートナー企業との連携も図り、Linuxに関する豊富な経験・技術力を活かし、トータルのソリ

ューションを提供してまいります。 

Linux関連事業は、サーバービジネス、ソフトウェアビジネス、SIビジネスの3つの事業で構成されております。

1)サーバービジネス 

サーバービジネスにおいては、Linux等のオープンソースのOSを組み込んだNorthern Lightsブランド(自社ブラ

ンド)及び他社ブランドのサーバーの販売並びにサーバーと接続するストレージ(*3)や周辺機器の販売を行ってお

り、併せてオンサイトサポート(*4)なども提供しております。 

2)ソフトウェアビジネス 

ソフトウェアビジネスにおいては、Red Hat商品及びLinux関連ソフトウェアの販売を行っており、主な取扱商品

は以下の通りであります。 

ⅰ）Red Hat Enterprise Linux(Red Hat,Inc.が企業ユーザ向けに開発したLinux OS) 

ⅱ）LifeKeeper(システム障害やアプリケーションの応答が停止した場合にシステムを保護し、また、メンテナ

ンス中でも操作を継続することが出来るソフトウェア) 

ⅲ）InterScan VirusWall(ウィルスの自社内システムへの侵入及び外部への流出をサーバにて阻止するゲートウ

ェイ(*5)セキュリティ対策ソフトであり、迅速なウィルスの駆除、高いシステム安定性が特徴) 

ⅳ）iフィルター(有害なURL(*6)の参照を防止するフィルタリングソフトであり、純国産製品のため、豊富な日

本語URLデータベースを持ち、他の製品に比べて国内の使用に適していることが特徴) 

3)SIビジネス 

SIビジネスにおいては、Linux等のオープンソースソフトウェアに携わってきた技術者が、システム構築・運用

のコンサルティングやテクニカルサポートの対応をしております。また、Red Hat Enterprise Linuxの更新に伴

うサポートやLifeKeeperの教育を実施しております。 

*1. ディストリビューションベンダー 

      Linuxのソフトウェアを供給する業者のことで、主な業者にはRed Hat,Inc.、Novell,Inc.等がある。 

*2. メインフレーム 

企業の基幹業務システムなどに用いられる汎用大型コンピュータ。 

*3. ストレージ 

      コンピュータ内でデータやプログラムを記憶する装置。ハードディスクやフロッピーディスク、MO、CD-R、

磁気テープなどがこれにあたる。 

*4. オンサイトサポート 

      製品が故障した際に、技術者が利用者の指定場所で作業を行うサポート方式のこと。 

*5. ゲートウェイ 

ネットワーク上で、媒体やプロトコルが異なるデータを相互に変換して通信を可能にする機器。 

*6. URL（Uniform Resource Locatorの略） 

インターネット上に存在する情報資源(文書や画像など)の場所を指し示す記述方式。インターネットにおけ

る情報の「住所」にあたる。 



②Java関連事業 

Javaは1995年にSun Microsystems,Inc.が発表したプログラミング言語で、今日では主にWeb(*7)システム開発に採

用されております。Javaで開発されたWebシステムは、WindowsやUNIX、LinuxなどのOSに制約されずに稼動させるこ

とができます。また、Javaはネットワーク環境で利用されることを強く意識して作られているため、インターネット

や社内ネットワーク上でWebシステムを構築する際のプラットフォーム(*8)として広く普及しております。 

当社は、設立当初より、JavaによるWebシステムを構築してまいりました。そこで培ったノウハウを武器に今後も

Webシステム開発をメインにパートナー企業との連携も強化し、事業展開を図ることを考えております。また、Webシ

ステム開発のノウハウを活かして製品化したTenArtni Ninja-VAは、Webシステム開発の短納期・高品質を実現するフ

レームワーク(*9)であり、経験の少ないJavaエンジニアでも使い易いことから、高い評価を受けております。平成17

年７月にはTenArtni Enterprise Applicationシリーズの第一弾として営業支援業務ソフトウェアパッケージSFA+の

発売を開始しました 。 

 Java関連事業は、SIビジネス、ソフトウェアビジネスの2つの事業で構成されております。 

1）ソフトウェアビジネス 

ソフトウェアビジネスにおいては、Webシステム開発のノウハウを生かして当社で製品化した、Webシステム開発の

短納期・高品質化を実現するフレームワークTenArtni Ninja-VAやWeb環境対応型帳票アプリケーション

WebReportCafe 及び営業支援業務ソフトウェアパッケージSFA+があります。 

2）SIビジネス 

SIビジネスにおいては、Javaの受託開発を行っており、当社で製品化したTenArtni Ninja-VA、WebReportCafeを

用いたシステムの導入が可能となります。また、Webアプリケーションを始めとした種々のシステム構築経験をもと

に、業務分析からシステム実装・運用までの全てのフェーズを支援するコンサルティングや教育を提供しておりま

す。 

*7. Web 

World Wide Webのこと。インターネットにより世界中のサーバが相互にアクセス可能なネットワーク網。 

*8. プラットフォーム 

アプリケーションソフトウェアを動作させる際の基盤となるOSの種類や環境、設定などのこと。 

*9. フレームワーク 

ソフトウェアの基盤構造をなす雛型に相当するプログラム。 



［事業系統図］ 

主要２事業の系統図は、次のとおりであります 

①Linux関連事業 

②Java関連事業 

（注）※印は親会社であります。 



（2）株式会社大塚商会との関係について 

大塚商会グループにおける位置付け 

当社は、株式会社大塚商会の子会社であります（当社株式の52.8％を保有）。 

株式会社大塚商会の規模は、従業員6,297名、売上高380,277百万円、経常利益20,388百万円、当期純利益10,871

万円（平成17年12月期）となっております。 

株式会社大塚商会の主な事業は、コンピュータ、複写機、通信機器、ソフトウエアの販売および受託ソフトウェ

アの開発を行うシステムインテグレーション事業並びにコンサルティング、保守、教育支援、サプライ供給等のサ

ービス＆サポート事業から構成されております。 

株式会社大塚商会は、コンピュータ事業を中心に展開しており、様々な技術ノウハウをカバーする必要があり、

当社はその中で、システムインテグレーション事業の中に位置付けされ、株式会社大塚商会及び他の子会社が展開

しているマイクロソフト系技術以外のLinuxやJavaを利用したソフトウェアの開発及びシステム構築支援と保守を行

っております。 

４【関係会社の状況】 

 （注）株式会社大塚商会は、有価証券報告書の提出会社であります。 

事業の種類別セグメントの
名称 

主要商品 主要な会社 

システムインテグレーショ

ン事業 

ソフトウェア開発 
当社、㈱大塚商会、㈱ＯＳＫ、㈱アルファシステム 

他10社 

販売、製造 
㈱大塚商会、㈱ネットワールド、大塚資訊科技(股)有

限公司                 他１社 

電気・LAN工事 ㈱大塚商会、㈱ネットプラン 

サービス&サポート事業 

サプライ ㈱大塚商会 

保守 ㈱大塚商会、㈱アルファテクノ、㈱アルファネット 

教育 ㈱大塚商会 

Web関連 ㈱大塚商会               他２社 

その他の事業 
建築、印刷、自動車

修理、保険等 

㈱冨士見建設、大塚オートサービス㈱、㈱大塚ビジネ

スサービス               他１社 

名称 住所 
資本金 
（百万円） 

主要な事業の
内容 

議決権の所有又は被
所有割合 
(％) 

関係内容 

所有割合 
被所有割
合 

(親会社) 

株式会社大塚商会 

東京都 

千代田区 
10,374 

OA機器販売・保

守及びシステム

開発・サポート 

－ 52.8 

役員の兼任等…有 

取引内容：Java開発の受託、

Linux関連製品の販売及び 

SIコンサルティングにおけ

るサポート 



５【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含むほか、常用パートを

含んでおります。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含みま

す。）は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

２．従業員数が前期末に比し31名増加いたしましたのは、業容の拡大によるものであります。 

(2) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成17年12月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円） 

  134 （11） 35.2 3.1 5,470 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1) 業績 

当期の我が国経済は、平成17年３月期決算上場企業の連結純利益が過去最高を更新したことなどを受け、株式市

況も好転し、企業の設備投資計画も増額修正が増加、景気回復基調が鮮明になりました。 

 当社の属するIT産業も個人情報保護法施行による企業の個人情報管理強化や、景気回復による設備投資の増加等

により、景況感に明るさが出始めております。 

 当社が取り組んでいるLinuxを中心としたオープンソースソフトウェアを使った情報システムの市場は順調に拡

大しておりますが、Java等の技術を使った企業の業務システム開発の市場は、開発コストの削減要求が厳しく、シ

ステム開発企業間の消耗戦が激化しております。 

 このような環境下、当社のLinux関連事業の売上高は、市場の伸長とも相俟って対前年同期比14.9%増の3,246百

万円となりました。一方でJava関連事業の売上高は、利益率の低いSI案件受注等を削減したことにより、対前年同

期比2.2%減の1,001百万円となり、結果として全体の売上高は対前年同期比10.4%増の4,247百万円となりました。 

また今期は、Java関連事業を中心に売上総利益率の改善に努めてまいりました結果、売上総利益は対前年同期比

34.3%増の1,294百万円となりました。販売費及び一般管理費は、技術者によるユーザニーズへのきめ細かな対応の

ための営業支援費の増加、人件費の増加、及び貸倒引当金の個別設定等により、対前年同期比43.6%増の1,024百万

円となりましたが、営業利益は対前年同期比7.9%増の270百万円、経常利益は10.5%増の268百万円となりました。

当期純利益は、繰延税金資産の取り崩しにより、対前年同期比32.8%減の222百万円となりました。 

<Linux関連事業> 

Red Hat Enterprise Linux Standard PlusやLifeKeeperなどのソフトウェアを販売、サポートするソフトウェア

ビジネスは、販売パートナー企業の様々なニーズを的確に把握し、きめ細かな対応を行うことにより、売上の伸長

を目指しました。また、Linuxを使った情報システム構築ビジネスであるSIビジネスにおいては、当社の技術力強

化のために人員を増強し、売上拡大を目指しました。結果として、両事業とも売上の伸長を実現することが出来ま

したが、一方で、Linuxを搭載したサーバーハードウェアの販売を行なっているサーバービジネスは、競合の激化

により売上が大幅に減少致しました。 

<Java関連事業> 

 Java関連事業は、厳しいコストダウン要求が続く中、売上総利益の確保に注力し、確実に利益の取れるSI案件の

受注、市場競争力のある当社開発のソフトウェア製品の販売とサポートを中心に、業績の伸長を目指しました。結

果として、当下半期に新製品として投入した営業支援業務ソフトウェアパッケージ「SFA+」の受注も始まり、売上

高は対前年同期比で若干の減少をしたものの、売上総利益の大幅な伸長を実現することが出来ました。 

(2) キャッシュ・フロー 

 当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、税引前当期純利益268百万円

の計上があり、前受金の増加額326百万円、仕入債務の増加額252百万円及び株式の発行による収入(ストックオプ

ションの行使による増加額)63百万円の増加要因があったものの、売上債権の増加額357百万円、前渡金の増加額

315百万円及びたな卸資産の増加額287百万円の減少要因により、前事業年度末に比べ23百万円減少し、734百万円

(前年同期比3.0%減)となりました。 

   (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

      当事業年度におきましては、税引前当期純利益268百万円の増加要因がありましたが、前受金の増加額326百万

円、仕入債務の増加額252百万円の増加要因と売上債権の増加額357百万円、前渡金の増加額315百万円及びたな

卸資産の増加額287百万円の減少要因により、営業活動による資金の使用は33百万円(前年同期は38百万円の取

得)となりました。 

   (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

     当事業年度におきましては、有形固定資産の取得13百万円、無形固定資産（社内ソフトウェア）の取得22百万 

円、関係会社株式の取得による支出17百万円等により、投資活動による資金の使用は、53百万円(前年同期比

5.5%減)となりました。 

   (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

     当事業年度におきましては、株式の発行による収入63百万円(前年同期比87.8%減)の資金の獲得となっておりま

す。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当社の受託開発事業は受注に基づく生産であり、現在のところ販売実績とほぼ一致しております。従って、生産

実績に関しては販売実績の欄を参照ください。 

(2）仕入実績 

当事業年度の仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）受注実績 

当事業年度の受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(4）販売実績 

当事業年度の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．最近２事業年度の主要な販売先及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 

事業部門別 
第9期 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

前年同期比（％） 

Ｌｉｎｕｘ関連事業   （千円） 2,027,867 136.8 

Ｊａｖａ関連事業    （千円） 50,153 591.8 

合計（千円） 2,078,021 139.4 

事業部門別 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％） 

Ｌｉｎｕｘ関連事業 3,766,515 128.9 711,997 371.1 

Ｊａｖａ関連事業 1,021,522 117.5 191,066 112.0 

合計 4,788,037 126.3 903,063 249.2 

事業部門別 
第9期 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

前年同期比（％） 

Ｌｉｎｕｘ関連事業   （千円） 3,246,372 114.9 

Ｊａｖａ関連事業    （千円） 1,001,049 97.8 

合計（千円） 4,247,421 110.4 

販売先 
第８期 第９期 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

株式会社大塚商会 925,314 24.0 1,275,710 30.0 



３【対処すべき課題】 

(1)人材の確保と育成 

当社が今後成長していくためには、Linux事業、Java事業においても、次世代を見つめた新しい技術開発が必要

であり、優秀な人材を如何に確保していくかが、重要な課題であると考えております。また、事業拡大を支えるた

め、内部管理等の人材も充実させる必要があります。当社におきましては、社員満足として「仕事にやりがいを感

じ、待遇が継続的に改善され、健全な人間関係が形成される職場をつくる。」を経営指針に、業績連動や成果報酬

等のインセンティブ・プラン導入により、この課題の克服に努めております。 

(2)オープンソースソフトウェアをベースとした製品販売と新ビジネスモデル開発 

当社にて開発したオープンソースソフトウェアであるTenArt-ni Ninja-VAをベースに、当期は営業支援業務ソフ

トウェアパッケージ「SFA＋」を開発し販売を開始しました。今後は、このようなアプリケーションソフトウェア

の開発と販売に加え、オープンソースソフトウェアを使った新しいビジネスモデルの開発を推進し、事業の拡大を

目指します。 

(3)Linuxを含むオープンソースソフトウェアの知的財産権 

日本でも松下電器産業株式会社の株式会社ジャストシステムへのソフトウェア特許訴訟とその裁定をめぐって議

論が起こるなど、ソフトウェアの知的財産権の定義と運用の課題について、注目されるようになってきておりま

す。Linuxにおいては、The SCO Group,Inc.によるIBM訴訟が続いておりますが、当社では、この訴訟の行方も含

め、パートナー企業である米国Red Hat,Inc.や業界関係団体との連携を深め、最新の判例や法律を把握しながら、

常にソフトウェアの知的財産権にかかわるリスクへの対応を検討しています。 

４【事業等のリスク】 

 以下において、当社の事業展開上のリスクについて投資家の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる主な事項を記

載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資判断上あるいは当社の事

業活動を理解する上で重要であると考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から記載し

ております。なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努

める所存でありますが、当社株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項目以外の記載内容も併せて、慎重に検

討した上で行われる必要があると考えております。また、以下の記載は当社株式への投資に関連するリスクをすべて

網羅するものではありませんので、ご留意下さい。 

(1)オープンソースソフトウェアについて 

 ソースコードと呼ばれるソフトウェアの設計情報が公開され、ソースコードの改変を認めるとともに、ソフトウェ 

アの再配布・利用者及び利用する目的等を制限していないソフトウェアを一般的にオープンソースソフトウェアと 

呼んでおります。Linuxをはじめとするオープンソースソフトウェアの多くは、インターネットなどを介して無料でダ

ウンロードし、使用することが出来ます。一方、それらオープンソースソフトウェアを使ったビジネスとしては、企 

業や消費者向けに様々な付加価値をつけCDやマニュアルなどを再配布するビジネスや、オープンソースソフトウェア 

を有償でサポートするビジネスなどがあります。オープンソースソフトウェアは世界中のソフトウェアエンジニアに 

よって無償で開発が行われ、開発コストが低く抑えられているため、CDやマニュアルなどを再配布するビジネスに 

おいて、開発をすべて企業内で行うソフトウェアと比較し、コスト競争力があります。そのため、近年ではオープン 

ソースソフトウェアを利用するケースが増えております。 

(2)業界の動向について 

①Linux関連事業について 

 平成17年に入り大手企業等の収益に著しい改善が見られ、企業の情報化投資も増加の傾向にあり、当社が属するIT

関連業界を取り巻く環境も次第に改善しております。また、企業は情報化投資に対して常に高いコスト意識を持って

いる為、従来の汎用コンピュータやUNIXを使った情報システムから大幅にコスト削減可能なLinuxに置き換わるケー

スが増えております。  

 しかしながら、Linuxの普及が当社の予測と相違する場合、また、顧客の情報化投資意欲が、経済環境の変化に伴

い悪化した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 



②Java関連事業について 

 インターネットの普及に伴い、業務システムにおいてもインターネットの技術のひとつであるWeb技術を使って開 

発されるケースが増えております。このWeb型情報システムの多くはJavaが使われておりますが、今後Javaに変わる 

プログラミング言語が出現し普及した場合には、システム開発におけるJavaの使用が減り当社の業績に影響を及ぼ 

す可能性があります。 

 また、最近では中国、インド等の海外ソフトウェア企業のJava開発力も急速に向上しており、今後国内企業がこ 

れら海外ソフトウェア企業に直接システム開発を発注するケースが増えた場合には、当社の業績に影響を及ぼす可 

能性があります。 

(3)競合について 

 国内における情報サービス産業は、厳しい競合状況にあり、大小のシステムインテグレーター、コンピュータメ

ーカー、ソフトウェア・ベンダー(*10)及びシステム構築技術を有するコンサルティング会社が、各々の得意な業務

分野、システム技術領域及び経験や実績のある産業分野を中心に事業活動を展開しております。 

 しかしながら、事業別に見ると、Linux関連事業においては、市場の拡大に伴い競争力のある新規参入企業の出現

や大手コンピュータメーカーのLinuxビジネスへの注力が考えられるところであり、また、Java関連事業においては

同事業を主力とする有力企業があり、大手システムインテグレーターの参入等もあります。 

当社は開発体制や営業体制等の更なる強化に努める方針ですが、既存の競合企業及び競争力のある新規企業の参入

等により、当社の優位性が薄れた場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

*10. ソフトウェア・ベンダー 

ソフトウェア製品を販売する会社。ソフトウェア製品のメーカーや販売代理店のこと。 

(4)事業の潜在リスクについて 

  ①ニーズに合った商材の確保並びに効果的な販売経路の開拓ができない場合のリスク 

 当社の収益はLinux関連事業でのサーバービジネス、ソフトウェアビジネス及び、Java関連事業でのソフトウェア

ビジネスで市場ニーズに合ったIT商材の確保と、それらIT商材を効率的に販売できる販売パートナーの新規開拓な

どに大きくかかっています。これらの商材の確保並びに販売経路の新規開拓については最善を尽くしております

が、ニーズに合ったIT商材の獲得並びに効果的な販売経路の開拓ができない場合、当社の収益率の維持・向上は困

難になると予想されます。 

 当社の重要商品であるRed Hat Enterprise Linuxについては、平成15年５月、レッドハット株式会社とビジネス 

パートナー契約の締結をしておりますが、同社との取引が継続できない場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能 

性があります。 

②外貨建て取引に関するリスク 

 当社の主要商品である、Red Hat Enterprise Linux及びLifeKeeperは、米国ドル建てによる仕入れを行っており

ます。当社はこれらの外貨建て取引に関するリスクを回避するために有効な方策を採っておりますが、当社が当該

リスクを回避することができなかった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 (5)知的財産権について 

①SCO問題について 

 SCO問題とは、ソフトウエア開発会社とされるThe SCO Group,Inc.（以下SCOという。）がUNIXコードの著作権は自

らが保有していると主張し、Linuxの利用企業に対して同社の著作権を侵害していると訴訟を提起している問題で

す。Red Hat,Inc.は、ユーザーの保護のために、訴訟費用支援のためのOpen Source Now Fundという基金を創設し、

SCOに対抗しています。 

 当社は、レッドハット株式会社とビジネスパートナー契約を締結しており、同社を通して情報収集を進めており 

ますが、未だSCOの主張の全容が出されていないため、総合的判断はできないのが実情です。米国において二分して 

いる著作権論争は、現在のところその帰趨は、いまだ不明な状態です。 

 当社としましては、引き続き訴訟の推移に注目してまいりますが、万が一、Red Hat,Inc.が敗訴し、SCOの主張が 

認められる事態になった場合は、SCOから当社に対し一時的にRed Hat製品販売の停止、さらにはライセンス料の支 

払いを求められる危険性があり、その場合には当社の業績に影響を及ぼす危険性があります。また、ライセンス料 

の支払い等で顧客に損害が発生した場合には、当社が顧客から訴訟を提起される危険もあります。 



②その他の知的財産権について 

当社はこれまで、著作権を含めた知的財産権に関して他社の知的財産権を侵害したとして、損害賠償や使用差止の

請求を受けたことはありません。当社では知的財産権の侵害を行っていないものと認識しておりますが、当社の事業

分野における知的財産権の現況を完全に把握することは困難であり、当社が把握できないところで他社が特許権等を

保有している可能性は否めません。また、今後当社の事業分野における第三者の特許権が新たに成立し、損害賠償ま

たは使用差止等の請求を受ける可能性はあり、その場合当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

(6)株式会社大塚商会との関係 

 ①役員の関係について 

提出日現在、当社の非常勤を含む役員８名のうち、株式会社大塚商会の特別執行役員を兼ねる者１名、執行役員を

兼ねる者２名、監査役を兼ねる者１名、事業部長補佐を兼ねる者1名の計５名で、その氏名並びに当社及び株式会社

大塚商会における役職は次のとおりであります。 

上記非常勤取締役後藤和彦及び田中修の両名は、当社に対する経営の助言を得ること等を目的として、当社が招

聘したものであります。また、上記監査役両名についても、監査体制強化のため当社から要請し就任したものであ

ります。 

当社代表取締役社長喜多伸夫が兼職している株式会社大塚商会の特別執行役員（非常勤）としての職務は、同社

グループ並びにグループ各社におけるコンプライアンスの徹底及びコーポレートガバナンスの強化を目的としたも

のであり、当社の経営方針等の主体性に影響を与えるものではありません。 

②株式会社大塚商会との取引について 

株式会社大塚商会に対する売上としては、Java関連事業における受託開発案件、Linux関連事業での技術支援や

SIコンサルティングにおけるサポート案件があり、平成17年12月期では4,247百万円の売上に対し、同社向け売上

は1,275百万円（当社の売上高に占める同社の割合は30.0％）であります。 

   なお、平成17年12月期における株式会社大塚商会との取引は、下記のとおりであります。 

 (自平成17年１月１日  至平成17年12月31日) 

 (注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等については、一般取引条件と同様に決定しております。 

当社における役職 氏名 株式会社大塚商会における役職 

代表取締役社長 喜多 伸夫 特別執行役員(非常勤) 

取締役（非常勤） 後藤 和彦 執行役員 テクニカルプロモーション部長 

取締役（非常勤） 田中 修 LA事業部長補佐 

監査役（非常勤） 古畑 克巳 監査役（非常勤） 

監査役（非常勤） 河辺 春喜 上席執行役員 経理財務担当 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
(千円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

親会社 
株式会社

大塚商会 

東京都千

代田区 
10,374 

情報・通

信業 
直接 52.8 2名 

当社の

顧客 

受託開発等 1,275,710 売掛金 246,496 

商品等の仕

入 
9,362 買掛金 1,020 

消耗品等の

購入 
47,268 未払金 20,919 



③グループ内の競合関係について 

大塚商会グループでシステムインテグレーション事業を取り扱っている子会社は、株式会社ＯＳＫと株式会社ア

ルファシステムの２社でありますが、株式会社ＯＳＫはWindowsのOSをベースとしたパッケージソフトウェアの開

発及び販売を主たる業務としており、また、株式会社アルファシステムはWindowsのOSをベースとした受託開発事

業及びコンサル事業を主たる業務としており、当社と重複する分野がなく、競合関係はありません。 

当社は、上記のとおり人的にも取引関係においても株式会社大塚商会とは緊密な関係にあります。一方では同社

以外への販売比率を高め、売上の拡大を図る方針ですが、もし何らかの理由により、同社との連携に問題が生じた

場合、あるいは同社の経営方針の変更等により、当社への協力体制が変更された場合は、当社の業績に大きな影響

を与える可能性があります。 

 (7)当社の事業体制について 

①人材の確保について 

当社が今後成長していくためには、Linux関連事業、Java関連事業においても、次世代を見つめた新しい技術開

発が必要であり、優秀な人材を如何に確保していくかが、重要な課題であると考えております。また、事業拡大を

支えるため、内部管理等の人材も充実させる必要があります。当社におきましては、社員満足として「仕事にやり

がいを感じ、待遇が継続的に改善され、健全な人間関係が形成される職場をつくる。」を経営指針に、業績連動や

成果報酬等のインセンティブ・プラン導入により、この課題の克服に努めております。 

②特定人物への依存について 

当社の事業の推進者は、代表取締役社長である喜多伸夫であります。当社の経営方針及び経営戦略全般の決定等

における同氏の役割は大きく、当社は同氏に対する依存度が高いと認識しております。 

現在、事業規模の拡大に伴い、当社は経営組織内の権限委譲や人員拡充を推進し、経営組織の強化を推進する一

方、事業分野の拡大に応じて諸分野の専門家、経験者を入社させ、組織力の向上に努めております。また、日常の

業務執行面では常勤取締役及び執行役員等で構成される「経営会議」を設置し、日常業務における審議機能をもた

せることで喜多伸夫個人の能力に過度に依存しない体制を構築しております。 

今後についても、同氏に過度に依存しない経営体制の構築を進めるべく、特に人的強化を図るため、優秀な人材

を確保し、役職員の質的レベルの向上に注力していく方針であります。 

しかし、当社の計画通りに体制構築及び人材強化が達成される前に、同氏が何らかの理由で当社の経営に携わる

ことが困難となった場合、当社の事業戦略及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 (8)新規事業について 

    当社は、Linux関連事業においては、今後高まる情報保護ニーズに対し、セキュリティ機能を強化したLinuxである

SELinuxのシステム構築ビジネス強化を図っていく計画です。Java関連事業においては、平成17年７月に業務アプリ

ケーションパッケージ(*11)「TenArt-ni Enterprise Applications」シリーズを発表し、営業効率改善ソフトウェア

「SalesForce Automation+」の販売を開始しましたが、これらの戦略や事業展開が予定通り実行できる保証はありま

せん。また、環境や競合状態の変化等により、これらの戦略や事業展開が不可能になったり、有用性を失ったりする

可能性があるほか、投入した新製品・サービスや新規事業への参入が成功する保証はありません。 

*11．業務アプリケーションパッケージ 

企業で行なわれている様々な生産・購買・営業・会計・人事等の業務活動を、ITを使って省力化・効率化する 

ために開発されたユーザの要望にも一部対応できる汎用ソフトウェア。 

(9)企業買収、戦略的提携について 

   当社は、今後急成長が見込まれるオープンソースビジネスにおいて業界でのリーダーたる地位をより確実なものと

していくことを目的に、同分野での事業展開を積極的に進めていく方針です。事業拡大の過程において、当社は企業

買収、戦略的提携等により他社への出資を行っていく可能性があります。このような意思決定の際には、対象企業の

事業内容や契約関係、財務内容等について、詳細なデューデリジェンスを行ってリスクを回避するよう十分検討を行

いますが、企業買収、戦略的提携後に偶発債務の発生や未認識債務などが発生した場合や施策が予定通りの成果をあ

げることができなかった場合には当社の財政状態及び業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

 (10)ストックオプションについて 

 当社は、取締役及び従業員等の当社事業に対する貢献意欲及び経営への参画意識を高めるため、新株予約権方式に

よるストックオプション制度を採用しております。 



 具体的には平成15年10月14日開催の臨時株主総会の特別決議に基づく、商法第280条ノ20、商法第280条ノ21及び商

法第280条ノ27の規定によるストックオプションと平成17年3月25日開催の第８回定時株主総会の特別決議に基づく、

商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定によるストックオプションがあります。なお、平成17年12月31日現在の

新株予約権に係る潜在株式の合計は2,566株であり、発行済株式総数77,270株の3.3％に相当しております。 

これらのストックオプションが行使されれば、当社の１株当たりの株式の価値は希薄化します。また、当社株式の

株価次第では、短期的な需給バランスの変動が発生し、株価形成に影響を及ぼす可能性もあります。また、当社は、

役員・従業員の士気を高め有能な人材を獲得するためのインセンティブ・プランとして、新株予約権の付与を今後も

行う可能性がありますが、さらなる新株予約権の付与は、株式価値の希薄化を招くおそれがあります。 

５【経営上の重要な契約等】 

仕入先との契約 

６【研究開発活動】 

当社の研究開発活動は、当社の技術の中核であるLinuxとJavaを使った製品開発に取り組んでおります。 

（1）Linux関連事業 

Linuxが企業のシステムとして運用普及するための、機能や性能の信頼性、拡張性の向上を図り当社独自の技術

的付加価値を加え、これらの技術的ニーズに応えるため、次のことを行っております。 

①Linuxシステムを企業情報システム用に強化するため、アップデートパッチソフトウェア(*12)の開発を行ってお

ります。 

②高可用性を備えた大規模サイト向けメールサーバーにおける、データベースとメール機能の融合に関する研究を

行っております。 

③次世代メールシステムにおけるサーバーソフトウェアの開発を行なっております。 

④企業向けLinuxシステムのセキュリティを強化する為のSELinuxポリシーの開発、及び暗号化されたファイルの  

   SELinuxによるセキュリティ強化の研究を行なっております。 

   ⑤LIDSにおける利用環境及び機能の向上に関する開発を行なっております。 

 ⑥オープンソースソフトウェアにおいて、その推進を図る為、コミュニティへの技術的な貢献をしております。 

  

なお、当事業年度のLinux関連事業の研究開発費は、17百万円であります。 

*12．アップデートパッチソフトウェア 

小規模なバージョンアップや不具合の修正などを行うため、アプリケーションの一部分を書き換えるプログラ

ムのこと。 

契約先 契約年月日 契約の内容 備考 

レッドハット株

式会社 

平成15年５月30日 エンタープライズ向けLinuxオ

ペレーティングシステムであ

る「Red Hat Enterprise  

Linux」に当社独自のサポート

サービスを付加して提供でき

る販売代理店契約である「ビ

ジネスパートナー契約」を締

結。 

当初の契約期間は契約日から

２年間ですが、その後自動継

続しております。 



（2）Java関連事業 

 ①自社製品関連 

Webシステム開発基盤ソフトウェア製品 TenArtni Ninja-VAの機能強化開発、ならびに同製品を中核とした周

辺ツールの開発、およびWebシステム用帳票作成出力ソフトウェア製品WebReportCafeの機能強化とラインナップ

拡充を実施しております。 

 １)TenArtni Ninja-VA Version 4 

 ⅰ)TenArtni Ninja-VA Framework 

開発基盤の中核となる部分です。昨今、Web開発市場において注目されている技術であるAjax（エイジャック

ス）を利用した新機能を統合し、さらなる高生産性を実現する為の機能拡張に取り組んでおります。 

 ⅱ)TenArtni Ninja-VA Studio 

TenArtni Ninja-VA Framework での開発を支援し、その開発生産性を、さらに飛躍的に向上させるグラフィ

カルユーザーインターフェースツールです。 

 上記、新バージョンに対応する為の新機能を追加します。 

 ⅲ)TenArtni Ninja-VA Studio Eclipse Plug in 

Eclipseは業界標準の統合開発環境（IDE）です。TenArtni Ninja-VA Studioの機能を、このEclipseへ組み込

む為のプラグインソフトの開発に取り組んでおり、上記新バージョンに搭載する予定になっています。 

 ⅳ)Win2Jaws 

Microsoft.NETフレームワークで作成されたクライアントプログラムとTenArtni Ninja-VAをベースとした

Java Webアプリケーションを連携し、システムを構築する為のコンポーネントです。昨年末、リリース済み

ですが、Microsoft.NETフレームワークのバージョンアップに対応する機能を開発しております。こちらも、

上記新バージョンに搭載する予定になっています。 

  

 ２)WebReportCafe 

 ⅰ)PDFフォーム対応、イメージ出力、直接印刷機能の強化、帳票出力形式の追加など新機能を搭載した新バー

ジョンWebReoprtCafe2006を、平成18年２月にリリースいたしました。 

 ⅱ)現在は、時期バージョンへ搭載する機能について、企画、調査を行っている状況です。 

②その他 

 １)Azul調査 

日商エレクトロニクスが販売するAzulのJ2EEのベンチマーク環境作成と検証を実施しております。 

  

 ２)OpenSourceSoftware推進フォーラム・Http性能評価ツール開発 

IPAが主体となって行っているOSS推進フォーラムに参画し、Http性能評価ツールを開発しております。成果に

ついてはオープンソースとして公開予定であります。 

なお、当事業年度のJava関連事業の研究開発費は、49百万円であります。 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

(1) 重要な会計方針及び見積り 

   当社は、我が国における一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき財務諸表を作成しております。こ

の財務諸表の作成に当たりましては、過去の実績や状況に応じ合理的と考えられる要因に基づき、見積り及び判

断を行っているものがあります。このため、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、見積りと異なる

場合があります。 

 当社は、特に以下の重要な会計方針が、当社の財務諸表の作成において使用される当社の重要な判断と見積り

に大きな影響を及ぼすと考えております。 

①貸倒引当金 

 当社では、債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、また貸倒懸念債

権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討しております。平成17年12月期においては、貸倒懸念債

権があり、25百万円の貸倒引当金の計上を致しました。 

②たな卸資産 

 当社では、たな卸資産のうち陳腐化したものについては、評価減を計上しておりますが、市場環境が変化し

見積りよりも悪化した場合には、追加の評価減が必要となる可能性があります。 

③繰延税金資産 

 平成17年12月期は税務上の繰越欠損金が存在するため、平成18年12月期において課税所得の発生の実現可能

性が高いこともあり、平成18年12月期の見積り課税所得の範囲内で繰延税金資産の計上を行っており、実績が

見積りと異なる場合には、当期純利益が増減する可能性があります。 

（2）財政状態 

①資産 

 資産合計は、2,857百万円(前年同期比913百万円増)となりました。 

  流動資産は、前期末に比べて875百万円増加し、対前期末比50.6％増の2,607百万円となりました。これは、主

 に売上増加に伴う売掛金の増加及び商品在庫増等によるものであります。 

  固定資産は、前期末に比べて38百万円増加し、対前期末比18.0％増の250百万円となりました。これは、主に 

 関係会社株式の取得及び社内システムの構築費用等による無形固定資産の増加等によるものであります。 

②負債 

 負債合計は、986百万円(前年同期比628百万円増)となりました。 

  流動負債は、前期末に比べて613百万円増加し、対前期末比197.9％増の922百万円となりました。これは、主 

 に仕入れが増加したことによる買掛金の増加及び前受金の増加によるものであります。 

  固定負債は、前期末に比べて15百万円増加し、対前期末比31.1％増の63百万円となりました。これは、主に退

 職給付引当金等の増加によるものであります。 

③資本 

 資本の部は、前期末に比べて285百万円増加し、対前期末比18.0％増の1,871百万円となりました。これは、ス 

トックオプションの行使による資本金、資本準備金の増加及び未処分利益の増加によるものであります。 

（3）キャッシュ・フローの分析 

 当事業年度におけるキャッシュ・フローは、以下のとおりであります。 

 
平成16年12月期 平成17年12月期 比較増減 

営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円) 38 △33 △72 

投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円) △56 △53 3 

財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円) 520 63 △457 

現金及び現金同等物の増加額（百万円） 503 △23 △526 

現金及び現金同等物の期末残高（百万円） 757 734 △23 



    当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、税引前当期純利益268百万円

の計上があり、前受金の増加額326百万円、仕入債務の増加額252百万円及び株式発行による収入(ストックオプシ

ョンの行使による増加額)63百万円の増加要因があったものの、売上債権の増加額357百万円、前渡金の増加額315

百万円及びたな卸資産の増加額287百万円の減少要因により、前事業年度末に比べ23百万円減少し、734百万円とな

りました。 

   (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

     当事業年度におきましては、税引前当期純利益268百万円の増加要因がありましたが、前受金の増加額326百万

円、仕入債務の増加額252百万円の増加要因と売上債権の増加額357百万円、前渡金の増加額315百万円及びたな

卸資産の増加額287百万円の減少要因により、営業活動による資金の使用は33百万円となりました。 

   (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

     当事業年度におきましては、有形固定資産の取得13百万円、無形固定資産（社内ソフトウェア等）の取得22百

万円、関係会社株式による支出17百万円等により、投資活動による資金の使用は、53百万円となりました。 

   (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

     当事業年度におきましては、株式発行による収入63百万円の資金の獲得となっております。 

（4）経営成績の分析 

①売上高 

Linux関連事業は、当事業年度においても、Linuxを中心としたオープンソースソフトウェアを使った情報シス

テムの市場は拡大し、Red Hat商品やLinux関連商品であるLifeKeeper等の販売が伸長したことにより、ソフトウ

ェアビジネスは前年同期比15.4%増の2,524百万円と伸長しました。また、SIビジネスは、企業のLinux導入増大

の影響を受け、サポートビジネスが業績拡大した結果、前年同期比79.6%増の451百万円となりました。しかし、

サーバービジネスはハードウェア市場の価格競争が激しく前年同期比29.8%減の270百万円となり、Linux関連事

業全体では、前年同期比14.9%増の3,246百万円となりました。 

Java関連事業は、大手メーカーも参加し競合も増加し始めたことや受託開発において収益構造改善を優先した

ことにより、SIビジネスは前年同期比9.2%減の837百万円と低迷いたしました。しかし、ソフトウェア製品ビジ

ネスは、当社で開発したJavaのWebシステム開発の基盤ソフトウェアの販売拡大により、前年同期比62.6%増の

163百万円と大幅に伸長しました。これにより、Java関連事業全体では前年同期比2.2%減の1,001百万円とほぼ横

ばいとなりました。 

   以上から全社売上高は前年同期比10.4%増の4,247百万円となりました。 

②売上総利益 

Linux関連事業は、Red Hat商品やLinux関連商品であるLifeKeeper等の販売が伸長したことにより、売上総利

益は対前年同期比24.9%増の967百万円と伸長いたしました。Java関連事業は、プロジェクト管理の強化を図り、

収益構造改善を優先した結果、対前年同期比72.7%増の326百万円と大幅伸長しました。全体としては、前年同期

比34.3%増の1,294百万円となりました。 

③販売費及び一般管理費 

販売費及び一般管理費は、技術者によるユーザニーズへのきめ細かな対応のための営業支援費の増加、人件費

の増加、及び貸倒引当金の個別設定等により、対前年同期比43.6%増の1,024百万円となりました。 

④営業利益 

売上高伸長は前年同期比10.4%に止まりましたが、Java事業を中心に売上総利益率の改善に努めた結果、売上

総利益伸長は前年同期比34.3%と増加しました。しかし、経費伸長が前年同期比43.6%と大きく伸長したため、売

上高営業利益率は、前年の6.5%から6.4%と0.1ポイント減少し、前年同期比7.9%増の270百万円となりました。 

⑤経常利益 

経常利益は、営業外損益の影響も少なく、前年同期比10.5%増の268百万円となりました。 

⑥税引前当期純利益 

税引前当期純利益は、特別損益がなく、前年同期比1.4%増の268百万円となりました。 



⑦当期純利益 

当期純利益は、平成17年12月期においても税務上の繰越欠損金は存在しますが、平成18年12月期に課税所得の

発生の実現可能性が高いこともあり、平成18年12月期の課税所得の範囲内で繰延税金資産の計上を行った結果、

法人税等調整額44百万円の取崩となり、前年同期比32.8％減の222百万円と減少しております。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

当事業年度においては、主要な設備投資及び重要な影響を及ぼす設備の除却、撤去等はありません。 

２【主要な設備の状況】 

平成17年12月31日現在における主要な設備は、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．従業員数の( )は外数であり、臨時雇用者数を表示しております。 

３．リース契約による主な賃借設備は、次のとおりであります。 

３【設備の新設、除却等の計画】 

平成18年10月に本社の事務所ビルの移転を計画しております。 

この移転にともなう設備等の新設費用約150百万円、移転及び原状回復に要する費用約70百万円(除却約40百万円を含

む)を見込んでおり、これらは自己資金で充当する予定であります。 

事業所名 
(所在地) 

設備の内容 

帳簿価額（千円） 
従業員数 
(人) 

建物 
工具器具備
品 

土地 
(面積㎡) 

その他 合計 

本社 

(東京都千代田区) 

事務所設備及

びパソコン等 
29,058 12,382 － － 41,440 

134 

(11)

名称 数量 
リース期間 
（年） 

年間リース料 
（千円） 

リース契約残高 
（千円） 

簡易間仕切及びコンピュータ 

（所有権移転外ファイナンス・リー

ス） 

一式 ３～６ 23,470 37,539 

ソフトウェア 

（所有権移転外ファイナンス・リー

ス） 

一式 ５ 4,484 19,854 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

    (注)「提出日現在発行数」欄には、平成18年３月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使に

    より発行された株式数は含まれておりません。 

(2）【新株予約権等の状況】 

商法第280条ノ20、第280条ノ21及び第280条ノ27の規定に基づく新株予約権（ストックオプション）に関する

事項は次のとおりであります。 

 平成15年10月14日臨時株主総会において特別決議された新株予約権（ストックオプション）の状況 

 （注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整します。ただし、かか

る調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についての

み行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 150,000 

計 150,000 

種類 
事業年度末現在発行数

（株） 
（平成17年12月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年３月29日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 77,270 77,402 
東京証券取引所 

（マザーズ） 

権利内容に何

ら限定のない

当社における

標準となる株

式 

計 77,270 77,402 － － 

 
事業年度末現在 
(平成17年12月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年２月28日) 

新株予約権の数（個） 593 527 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１ 1,186 1,054 

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注）２ 40,000 40,000 

新株予約権の行使期間 
平成17年10月15日から 

平成25年10月13日まで 

平成17年10月15日から 

平成25年10月13日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  40,000 

資本組入額 20,000 

発行価格  40,000 

資本組入額 20,000 

新株予約権の行使条件 (注)３ (注)３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)５ (注)５ 



また、発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当

社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等

に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができます。 

２．本新株予約権発行後下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された１株当たりの払込み金額

（以下、「行使価額」という。）に各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた額とします。なお、調整後の

行使価額は、１円未満の端数を切り上げます。 

記 

(1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合 

(2) 当社が時価を下回る価額で新株を発行（商法等の一部を改正する法律（平成13年法律第128号）第１条の

規定による改正前の商法（以下「旧商法」という。）に基づき発行された新株引受権付社債の新株引受権

の行使又は転換社債の転換による場合、旧商法第280条ノ19に定める新株引受権の行使による場合、新株

予約権（新株予約権付社債も含む。）の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換によ

る場合を除く。）する場合、または、当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合（以下の算式に

おいて、新規発行には処分も含むものとし、その場合の１株当たり払込金額は１株当たり処分価額と読み

替えるものとします。） 

なお、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式は含みません。 

３．権利行使の条件は、次のとおりであります。 

(1) 新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）のうち新株予約権発行時において当

社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位にあった者は、権利行使時においても、当社または

当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要するものとします。ただし、任期満了による

退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、および転籍その他正当な理

由の存する場合は、権利行使をなしうるものとします。 

(2) 新株予約権者のうち新株予約権発行時において顧問、契約社員、アルバイトおよび派遣社員等当社外部で

あった者は、新株予約権の行使に先立ち、当社取締役会の承認を要します。なお、派遣社員については、

権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要するものと

します。 

(3) 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとします。 

(4) 新株予約権者は、一度の手続きにおいて新株予約権の全部又は一部の行使をすることができます。 

(5) その他の条件については、平成15年10月14日開催の臨時株主総会及び同日開催の取締役会決議に基づき、

当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定められております。 

４．新株予約権の消却事由および消却の条件は、次のとおりであります。 

(1) 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、または当社が分割会社とな

る会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認（株主総会の承認を要しない会社

分割の場合は取締役会決議）がなされたとき、並びに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされたと

きは、新株予約権を無償にて消却することができます。 

(2) 新株予約権者が、上記３(1)(2)に定める規定に基づく新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を

行使できなくなった場合は、新株予約権を無償で消却できます。 

(3) 新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者が保有する新株予約権の全てを無償で消却できるもの

とします。 

(4) 新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、当社は当該新株予約権を無償で消却できる

ものとします。 

(5) その他の消却事由および消却条件については、平成15年10月14日開催の臨時株主総会及び同日開催の取締

役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約に定められております。 

５．新株予約権の譲渡制限 

新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとします。 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

 
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×1株当たり払込金額 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
調整前行使価額 

既発行株式数＋新規発行株式数 



商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。 

         平成17年３月25日定時株主総会決議 

 （注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整します。ただし、かか

る調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についての

み行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

また、発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当

社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等

に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができます。 

２．新株予約権の目的たる株式１株当たりの払込をすべき金額（以下「行使価額」という。）は、当社が株式分

割または株式併合をおこなう場合は次の算式により行使価額を調整し、その結果生じる１円未満の端数は切

り上げる。 

また、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分をおこなう場合（新株予約権（新株予約

権付社債も含む。）による場合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、その結果生じる１円未満

の端数は切り上げる。 

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分をおこなう場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替える。

さらに、（ⅰ）当社が合併をおこなう場合において、存続会社もしくは新設会社が新株予約権にかかる当社

の義務を承継するとき、（ⅱ）会社分割をおこなう場合において、分割によって設立された会社もしくは分

割によって営業を承継する会社が新株予約権にかかる当社の義務を承継するとき、（ⅲ）その他これらの場

合に準じて行使価額の調整の必要があるとき、当社は必要と認める行使価額の調整をおこなう。 

 
事業年度末現在 

（平成17年12月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年２月28日） 

新株予約権の数（個） 690 669 

新株予約権の目的となる株式の種類      普通株式      普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） （注）１ 1,380 1,338 

新株予約権の行使時の払込金額（円）  （注）２ 192,000 192,000 

新株予約権の行使期間 
自 平成19年４月１日 

至 平成23年３月31日 

自 平成19年４月１日 

至 平成23年３月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格 

資本組入額 

192,000 

96,000 

発行価格 

資本組入額 

192,000 

96,000 

新株予約権の行使の条件       (注)３       (注)３ 

新株予約権の譲渡に関する事項       (注)５       (注)５ 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１ 

分割・併合の比率

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１株当たり時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



３．新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）のうち新株予約権発行時において当社の

取締役、監査役、執行役員または従業員の地位にあった者は、新株予約権の行使時においても、当社または

当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員の地位にあることを要するものとします。 

② 新株予約権者のうち新株予約権発行時において当社の顧問及び契約社員であった者は、新株予約権の行使

に先立ち当社取締役会の承認を要するものとします。 

③ 新株予約権者のうち新株予約権発行時において当社の取引先であったものは、新株予約権の行使時におい

ても当社と継続的に取引を行っていることを要するものとします。 

④ 新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権の相続は認めないものとします。 

⑤ その他の新株予約権の行使の条件については、平成17年３月25日の株主総会決議および取締役会決議に基

づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定められております。 

４．新株予約権の消却事由および消却の条件は、次のとおりであります。 

(1) 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、または当社が分割会社とな

る会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認（株主総会の承認を要しない会社

分割の場合は取締役会決議）がなされたとき、並びに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされたと

きは、新株予約権を無償にて消却することができます。 

(2) 新株予約権者が、上記３(1)(2)に定める規定に基づく新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を

行使できなくなった場合は、新株予約権を無償で消却できます。 

(3) 新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者が保有する新株予約権の全てを無償で消却できるもの

とします。 

(4) 新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、当社は当該新株予約権を無償で消却できる

ものとします。 

(5) その他の消却事由および消却条件については、平成17年３月25日開催の定時株主総会及び取締役会決議に

基づき、当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約に定められております。 

５．新株予約権の譲渡制限 

新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとします。 



(3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注）１．有償・株主割当増資 １：３   5,000株 

発行価格       １円 

資本組入額      １円 

２．合併 

被合併会社 ノーザンライツコンピュータ株式会社 

合併比率 当社株式4.4株に対し被合併会社株式１株 

３．欠損てん補 

４．有償一般募集（ブックビルディング方式による募集） 

発行価格    260,400円 

資本組入額    97,750円 

払込金総額  520,800千円 

    ５．株式分割 

 平成17年６月30日開催の取締役決議に基づき、平成17年７月29日現在の最終の株主名簿及び実質株主名簿

に記載又は記録された株主に対して、その所有株式１株につき２株の割合で平成17年９月20日をもって株

式分割を行い、発行発行済株式の総数は37,840株増加しております。 

     ６．新株予約権の行使 

  新株予約権（ストックオプション）の権利行使により、1,590株増加しております。 

     ７. 平成18年１月１日から平成18年２月28日までの間に新株予約権の行使により発行済株式総数が132株、資本

      金及び資本準備金がそれぞれ2,640千円増加しております。 

  

(4）【所有者別状況】 

   (注) 「その他法人」の欄には証券保管振替機構名義の株式が２株含まれております。 

年月日 
発行済株式総
数増減数
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成13年４月27日 

（注）１ 
15,000 20,000 15 600,015 － 400,000 

平成14年１月１日 

（注）２ 
15,840 35,840 150,000 750,015 － 400,000 

平成15年３月26日 

（注）３ 
－ 35,840 － 750,015 △400,000 － 

平成16年８月５日 

（注）４ 
2,000 37,840 195,500 945,515 325,300 325,300 

 平成17年９月20日 

 （注）５ 
37,840 75,680 － 945,515 － 325,300 

平成17年10月１日～

平成17年12月31日  

 （注）６ 

1,590 77,270 31,800 977,315 31,800 357,100 

  平成17年12月31日現在

区分 

株式の状況 

端株の状況 
（株） 政府及び地

方公共団体 
金融機関 証券会社 

その他の法
人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） － 3 14 49 9 3 4,580 4,658 － 

所有株式数

（株） 
－ 2,325 1,280 46,916 170 13 26,566 77,270 － 

所有株式数の

割合（％） 
－ 3.01 1.65 60.72 0.22 0.02 34.38 100.00 － 



(5）【大株主の状況】 

(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

    (注)「完全議決権株式(その他)」の欄には証券保管振替機構名義の株式が２株含まれております。なお、「議決

      権の数」の欄には同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数２個が含まれておりません。 

②【自己株式等】 

  平成17年12月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社大塚商会 東京都千代田区飯田橋2-18-4 40,808 52.81 

稲畑産業株式会社 大阪府大阪市中央区南船場1-15-14 3,740 4.84 

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1-2-10 2,145 2.77 

喜多伸夫 神奈川県川崎市宮前区宮前平2-9-25-302 1,448 1.87 

高橋典正 愛知県一宮市古金町1-13 840 1.08 

日本電気株式会社 東京都港区芝5-7-1 800 1.03 

井原陽三 大阪府泉佐野市日根野553 644 0.83 

木塚修一 東京都目黒区碑文谷2-6-15-602 521 0.67 

マネックス証券株式会社 東京都千代田区丸の内1-11-1 463 0.59 

大塚厚志 東京都目黒区洗足2-28-6 400 0.51 

日本ヒューレット・パッカー

ド株式会社 
東京都杉並区高井戸東3-29-21 400 0.51 

計 － 52,209 67.57 

  平成17年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 77,270 77,268 

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式 

端株 － － － 

発行済株式総数 77,270 － － 

総株主の議決権 － 77,268 － 

  平成17年12月31日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 



(7）【ストックオプション制度の内容】 

 当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度の内容は以下のとおりであります。 

（平成15年10月14日臨時株主総会決議） 

 商法第280条ノ20、第280条ノ21及び第280条ノ27の規定に基づき、平成15年10月14日臨時株主総会において特

別決議されたものであります。 

（平成17年３月25日定時株主総会決議） 

 商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役、監査役、執行役員、従業員、顧問、契約社

員、及び当社取引先に対しストックオプションとして新株予約権を無償で発行することを、平成17年３月25日第

８回定時株主総会において特別決議されたものであります。 

決議年月日 平成15年10月14日 

付与対象者の区分及び人数（名） 

① 取締役 ２ 

 ② 監査役 １ 

③ 従業員 72 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

決議年月日 平成17年３月25日 

付与対象者の区分及び人数（名） 

① 取締役  ３ 

 ② 監査役  １ 

 ③ 従業員  117 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数             （注）１ 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 



（平成18年３月28日定時株主総会決議） 

 商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業

員、顧問、契約社員、並びに当社取引先に対しストックオプションとして新株予約権を無償で発行することを、

平成18年３月28日第９回定時株主総会において特別決議されたものであります。 

 （注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整します。ただし、かか

る調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についての

み行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

また、発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当

社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等

に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができます。 

２．新株予約権の目的たる株式１株当たりの払込をすべき金額（以下「行使価額」という。）は、新株予約権の

発行日の属する月の前月の各日（終値のない日を除く。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取

引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、１円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が新株予約権

の発行日の終値（終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値）を下回る場合は、当該終値とする。 

なお、当社が株式分割または株式併合をおこなう場合は次の算式により行使価額を調整し、その結果生じる

１円未満の端数は切り上げる。 

また、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分をおこなう場合（新株予約権（新株予約

権付社債も含む。）による場合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、その結果生じる１円未満

の端数は切り上げる。 

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分をおこなう場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替える。

さらに、（ⅰ）当社が合併をおこなう場合において、存続会社もしくは新設会社が新株予約権にかかる当社

の義務を承継するとき、（ⅱ）会社分割をおこなう場合において、分割によって設立された会社もしくは分

割によって営業を承継する会社が新株予約権にかかる当社の義務を承継するとき、（ⅲ）その他これらの場

合に準じて行使価額の調整の必要があるとき、当社は必要と認める行使価額の調整をおこなう。 

決議年月日 平成18年３月28日 

付与対象者の区分及び人数（名） 
当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業

員、顧問、契約社員、並びに当社取引先 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 （株）         （注）１ 1,800株 

新株予約権の行使時の払込金額 （注）２ 

新株予約権の行使期間 平成20年４月１日から平成24年３月31日まで 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１ 

分割・併合の比率

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１株当たり時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



３．新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）のうち新株予約権発行時において当社の

取締役、監査役、執行役員または従業員の地位にあった者は、新株予約権の行使時においても、当社または

当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員の地位にあることを要する。但し、任期満了による退任、

定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍その他正当な理由がある場

合等、取締役会が特に承認した場合にはその限りではない。 

② 新株予約権者のうち新株予約権発行時において当社の顧問及び契約社員であった者は、新株予約権の行使

に先立ち当社取締役会の承認を要する。 

③ 新株予約権者のうち新株予約権発行時において当社の取引先であったものは、新株予約権の行使時におい

ても当社と継続的に取引を行っていることを要する。 

④ 新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権の相続は認めないものとする。 

⑤ その他の新株予約権の行使の条件については、平成18年３月28日の株主総会決議および取締役会決議に基

づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定める。 



２【自己株式の取得等の状況】 

(1）【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

      該当事項はありません。 

(2）【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

該当事項はありません。 



３【配当政策】 

 当社は、株主の皆様への利益還元と同時に、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保の確保を最も

重要な経営課題と位置づけております。これまで当社は、内部留保を図り、今後の事業拡大のための投資等に充当し

企業価値を高めることが、株主に対する最大の利益還元につながるとの認識のもと、創業以来配当を実施しておりま

せんでしたが、平成17年８月２日開催の取締役会において、当社株式を保有していただいている株主の皆様に株主還

元を行うべく、創業以来初めての１株当たり500円の配当を実施することを決議いたしました。 

  

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

   （注)1.最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。 

なお、平成16年８月５日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については  

該当事項はありません。 

      2.株式分割 

       平成17年7月29日現在の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対して、その所有株

      式１株につき２株の割合で平成17年9月20日をもって株式分割を行っております。□印は株式分割による権

      利落後の株価であります。 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

   （注）1.最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。 

2.平成17年7月29日現在の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対して、その所有 

 株式１株につき２株の割合で平成17年9月20日をもって株式分割を行っております。□印は株式分割によ 

 る権利落後の株価であります。 

回次 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期 

決算年月 平成13年12月 平成14年12月 平成15年12月 平成16年12月 平成17年12月 

最高（円） － － － 880,000 
599,000 

 □282,000 

最低（円） － － － 336,000 
321,000 

□167,000 

月別 平成17年７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 

最高（円） 
440,000 

 □228,000 
228,000 282,000 273,000 242,000 230,000 

最低（円） 
 398,000 

□198,000 
167,000 192,000 218,000 211,000 196,000 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（株） 

代表取締役社

長 
 喜多 伸夫 昭和34年８月３日生 

昭和57年４月 稲畑産業株式会社入社 

平成11年７月 ノーザンライツコンピュータ株式

会社代表取締役就任 

平成14年１月 当社代表取締役社長就任（現任） 

平成16年４月 株式会社大塚商会特別執行役員(非

常勤)(現任) 

1,448 

取締役 管理本部長 三小田 良次 昭和26年３月31日生 

昭和61年１月 株式会社ディスコ入社 

平成２年４月 株式会社大塚商会入社 

平成15年３月 当社取締役管理本部長（現任） 

80 

取締役 

ビジネスデベロ

ップメントユニ

ット統括 

阿部 尊幸 昭和36年８月６日生 

昭和59年３月 株式会社カテナビジネスサービス

（現カテナ株式会社）入社 

平成９年12月 ユニデン株式会社入社 

平成11年３月 当社入社 

平成16年３月 当社取締役営業副本部長就任 

平成17年１月 当社取締役インフラストラクチャ

ービジネスユニット統括 

平成18年１月 当社取締役ビジネスデベロッメン

トユニット統括（現任） 

186 

取締役  後藤 和彦 昭和30年１月５日生 

昭和53年４月 株式会社大塚商会入社 

平成９年10月 同社ＢＭ営業部長 

平成10年３月 当社取締役就任（現任） 

平成17年３月 株式会社大塚商会執行役員テクニ

カルプロモーション部長（現任） 

－ 

取締役  田中 修 昭和28年５月17日生 

 昭和52年３月 株式会社大塚商会入社 

 平成15年７月 同社LA事業部長補佐（現任） 

 平成18年３月 当社取締役就任(現任) 

－ 

 



 （注）１．取締役後藤和彦及び田中修は、商法第188条第２項第７ノ２に定める社外取締役であります。 

２．監査役古畑克巳及び河辺春喜は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第１項に定

める社外監査役であります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（株） 

常勤監査役  堀 岩雄 昭和24年５月13日生 

昭和43年３月 日本オリベッティ株式会社入社 

平成11年11月 当社入社 

平成16年１月 当社管理本部営業管理グループマ

ネージャー 

平成16年３月 当社常勤監査役就任（現任） 

64 

監査役  古畑 克巳 昭和27年４月25日生 

昭和56年６月 公認会計士古畑克巳事務所設立 

昭和60年６月 株式会社レオパレス21常勤監査役

就任（現任） 

平成４年３月 株式会社大塚商会監査役就任（現

任） 

平成11年４月 当社監査役就任（現任） 

－ 

監査役  河辺 春喜 昭和22年12月10日生 

昭和45年４月 株式会社日本長期信用銀行(現株式

会社新生銀行)入社 

平成８年６月 同行京都支店長 

平成11年６月 株式会社大塚商会入社経理部長 

平成11年10月 同社理事経理部長 

平成12年６月 当社監査役就任（現任） 

平成15年７月 株式会社大塚商会上席執行役員経

理財務担当(現任) 

－ 

    計 836 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、コーポレート・ガバナンスを重要課題として認識しており、透明性の高い健全なコーポレート・ガバ

ナンス体制及び企業倫理の構築に向け、鋭意改善努力を行っております。また、遵法の精神に基づき、コンプラ

イアンスの徹底、経営の透明性と公正性の向上及び環境変化への機敏な対応と競争力の強化を目指しておりま

す。 

(2）コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

当社は、監査役制度採用会社でありコーポレート・ガバナンスの充実のために、株主総会の充実、取締役会や

監査役会の一層の機能強化を図るとともに、積極的かつ継続的なディスクローズ活動・ＩＲ活動に取り組んでお

ります。また、組織面においては、コーポレートガバナンス強化のため、従来の取締役会が担っておりました

「経営の意思決定及び監視機能」と「業務執行機能」を分離し、前者を取締役会が担うこと、後者を従来からい

る執行役員が担うこととし、業務執行の監視機能の強化、業務執行責任の明確化並びに経営と業務執行における

意思決定の迅速化を図っております。 

① 取締役会は原則として毎月１回開催しており、必要に応じ臨時取締役会を適宜開催しております。取締役会

では、重要事項は全て付議され、業績の進捗についても討議し、対策等を迅速に行っております。また、意

思決定機関である取締役会に対して、審議機関として常勤取締役及び執行役員等で構成される「経営会議」

を毎月２回開催しており、各部門の状況や利益計画の進捗を把握するとともに、コーポレート・ガバナンス

の強化に努めております。 

② 当社は監査役制度を採用しております。社外監査役２名を含む３名の監査役で監査役会を構成し、取締役会及

び経営会議への出席を含め、経営に対する適正な監視を行っております。 

③ 当社は中央青山監査法人に会計監査を依頼しており、同法人は下記の公認会計士及び補助者11名(公認会計士

４名、会計士補５名、その他２名)で監査業務を実施しております。また、同法人に対しては「株式会社の監

査等に関する商法の特例に関する法律」に基づく監査も依頼しております。 

※継続監査年数は、証券取引法に基づく監査と、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律に基づく監

査のいずれか期間の長い方の年数を表示しております。 

所属監査法人 氏名 勤続監査年数※ 

 中央青山監査法人  指定社員 業務執行役員 仲井一彦  ７年 

 中央青山監査法人  指定社員 業務執行役員 石井哲也  ５年 



(3)会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要 

     当社は、平成17年12月末現在社外取締役として２名を選任しており、非常勤取締役後藤和彦は株式会社大塚商

会の執行役員テクニカルプロモーション部の部長であり、非常勤取締役田中修は株式会社大塚商会のLA事業部長

補佐であります。また、社外監査役である古畑克巳、河辺春喜の両名は、それぞれ株式会社大塚商会の非常勤監

査役、上席執行役員であります。 

 株式会社大塚商会は当社の関連当事者(親会社)であり、出資を除き資金取引はありませんが、通常の営業取引

関係はあります。 

(4)最近１年間の取り組み状況 

内部統制の有効性及び実際の業務遂行状況については、社長直轄の内部監査室を設置し、全部門を対象に業務

監査を計画的に実施しております。監査結果は経営トップマネジメントに報告されるだけでなく、被監査部門に

対して具体的な助言・勧告を行い、その後の改善状況を確認（フォローアップ監査）することにより実効性の高

い監査を実施しております。また、監査役、会計監査人との協調・連携を図り、問題を早期に顕在化させるなど

多角的な監査機能も強化しております。 

また、平成17年12月８日に企業会計審議会の内部統制部会から「財務報告に係る内部統制の評価及び監査基準の

あり方について」が発表され、内部統制体制に対する強化が必要な状況であり、内部監査室員も１名増員し２名

体制といたしました。 

(5）役員報酬及び監査報酬 

当事業年度における当社取締役及び監査役に対する役員報酬、及び監査法人に対する監査報酬は以下のとおり

であります。 

①役員報酬   

 取締役に支払った報酬 51,401千円  (社外取締役２名は無報酬) 

 監査役に支払った報酬 9,300千円  (社外監査役２名は無報酬) 

 株主総会決議に基づく

退職慰労金 

  2,840千円 

 計 63,541千円 

②監査報酬   

 公認会計士法第２条第

１項に規定する業務に

基づく報酬 

11,000千円

 



第５【経理の状況】 

１．財務諸表の作成方法について 

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、第８期事業年度（平成16年１月１日から平成16年12月31日ま

で）及び第９期事業年度（平成17年１月１日から平成17年12月31日まで）の財務諸表について中央青山監査法人の監

査を受けております。 

３．連結財務諸表について 

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。 



【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  
第８期 

（平成16年12月31日） 
第９期 

（平成17年12月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金   757,755   734,648  

２．受取手形 ※３  6,436   －  

３．売掛金 ※２  562,262   926,398  

４．商品   116,198   426,775  

５．原材料   64,822   55,140  

６. 仕掛品   27,440   13,776  

７．前渡金   45,368   360,980  

８．前払費用   3,988   4,609  

９. 繰延税金資産   146,077   101,750  

10．未収入金   875   2,102  

11．その他   912   6,619  

貸倒引当金   △475   △25,508  

流動資産合計   1,731,663 89.1  2,607,293 91.2 

Ⅱ 固定資産        

(1）有形固定資産        

１．建物  48,528   53,804   

減価償却累計額  20,360 28,168  24,746 29,058  

２．工具器具備品  23,806   31,588   

減価償却累計額  14,066 9,740  19,206 12,382  

有形固定資産合計   37,908 2.0  41,440 1.5 

(2）無形固定資産        

１．ソフトウエア   47,849   58,763  

２．電話加入権   954   1,028  

無形固定資産合計   48,804 2.5  59,791 2.1 

(3）投資その他の資産        

１．関係会社株式   －   17,500  

２．関係会社出資金   10,000   10,000  

３. 差入保証金   88,007   88,007  

４．前払年金費用   27,479   33,611  

投資その他の資産合計   125,486 6.4  149,118 5.2 

固定資産合計   212,199 10.9  250,350 8.8 

資産合計   1,943,862 100.0  2,857,644 100.0 

        
 



  
第８期 

（平成16年12月31日） 
第９期 

（平成17年12月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．買掛金   118,150   370,158  

２．未払金   33,835   62,372  

３．未払費用   16,895   26,013  

４．未払法人税等   2,366   11,656  

５．未払消費税等   28,229   11,244  

６．前受金   94,944   421,216  

７．預り金   15,319   20,141  

流動負債合計   309,741 15.9  922,803 32.3 

        

Ⅱ 固定負債        

１．預り保証金   20,305   20,305  

２．退職給付引当金   22,736   34,050  

３．役員退職慰労引当金   5,500   9,300  

固定負債合計   48,541 2.5  63,656 2.2 

負債合計   358,282 18.4  986,460 34.5 

        

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※１  945,515 48.7  977,315 34.2 

Ⅱ 資本剰余金        

１．資本準備金  325,300   357,100   

資本剰余金合計   325,300 16.7  357,100 12.5 

Ⅲ 利益剰余金         

１．当期未処分利益  314,765   536,769   

利益剰余金合計   314,765 16.2  536,769 18.8 

資本合計   1,585,580 81.6  1,871,184 65.5 

負債資本合計   1,943,862 100.0  2,857,644 100.0 

        



②【損益計算書】 

  
第８期 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第９期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高 ※1・2       

１．Linux売上高  2,824,892   3,246,372   

２．Java売上高  1,023,114 3,848,007 100.0 1,001,049 4,247,421 100.0 

Ⅱ 売上原価        

１．Linux売上原価  2,050,126   2,278,383   

２．Java売上原価  833,862 2,883,989 74.9 674,256 2,952,639 69.5 

売上総利益   964,018 25.1  1,294,781 30.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※３       

１．販売支援費  －   87,423   

２．広告宣伝費  31,905   62,868   

３．業務委託費  5,057   31,616   

４．旅費交通費  6,473   9,388   

５. 貸倒引当金繰入額  －   25,508   

６．役員報酬  59,201   60,701   

７．給料手当等  331,423   385,923   

８．退職給付費用  6,802   10,554   

９. 役員退職慰労引当金 
繰入額 

 5,500   4,884   

10．法定福利費  36,157   44,009   

11．消耗品費  10,334   21,230   

12．支払手数料  34,538   41,092   

13．地代家賃  31,468   40,133   

14．賃借料  10,477   10,009   

15．減価償却費  5,559   6,056   

16．研究開発費  68,735   66,250   

17．その他  69,761 713,398 18.6 116,612 1,024,264 24.1 

営業利益   250,619 6.5  270,517 6.4 

 



  
第８期 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第９期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  2   9   

２．為替差益  9,621   －   

３．貸倒引当金戻入益  －   475   

４．保険配当金  －   237   

５．その他  700 10,324 0.3 164 885 0.0 

Ⅴ 営業外費用        

１．為替差損  －   1,433   

２．上場関連費用  17,922   －   

３．新株発行費  －   755   

４．支払手数料  － 17,922 0.5 670 2,858 0.1 

経常利益   243,021 6.3  268,544 6.3 

Ⅵ 特別利益        

 １．厚生年金基金代行返上
益 

   27,068 0.7   － － 

Ⅶ 特別損失        

１．固定資産除却損 ※４ 5,357 5,357 0.1 － － － 

税引前当期純利益   264,732 6.9  268,544 6.3 

法人税、住民税及び事
業税 

 2,290   2,213   

法人税等調整額  △68,152 △65,862 △1.7 44,327 46,540 1.1 

当期純利益   330,594 8.6  222,004 5.2 

前期繰越利益又は繰越
損失(△) 

  △15,829   314,765  

当期未処分利益   314,765   536,769  

        



売上原価明細書 

（イ）Linux売上原価明細書 

（注） 

  
第８期 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第９期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 期首商品たな卸高   98,402   116,198  

Ⅱ 当期商品仕入高   1,482,140   2,027,867  

Ⅲ 製造原価        

１．材料費  325,004  54.8 237,178  39.0 

２．外注費  33,458  5.7 41,065  6.7 

３．労務費 ※２ 163,757  27.6 251,509  41.4 

４．経費 ※３ 70,635  11.9 78,184  12.9 

当期総製造費用  592,856  100.0 607,937  100.0 

期首仕掛品たな卸高  686   227   

期首製品たな卸高  1,650   －   

計  595,193   608,165   

期末仕掛品たな卸高  227   －   

他勘定振替高 ※４ 9,183 585,782  47,151 561,013  

合計   2,166,325   2,705,079  

Ⅳ 期末商品たな卸高   116,198   426,696  

Linux売上原価   2,050,126   2,278,383  

第８期 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第９期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１．原価計算の方法は、個別原価計算によっておりま

す。 

１．原価計算の方法は、個別原価計算によっておりま

す。 

※２．労務費の主な内訳は、次のとおりであります。 

賃金手当等    141,200 （千円） 

法定福利費     17,279 

退職給付費用    3,923 

※２．労務費の主な内訳は、次のとおりであります。 

賃金手当等          172,768（千円） 

法定福利費           24,275 

退職給付費用          6,126 

※３．経費の主な内訳は、次のとおりであります。 

地代家賃      32,575 （千円） 

賃借料       13,355 

外部委託費     4,201 

減価償却費     4,044 

※３．経費の主な内訳は、次のとおりであります。 

地代家賃            28,333（千円） 

賃借料             13,297 

求人費             8,671 

減価償却費           6,117 

※４．他勘定振替高の主な内訳は、次のとおりであり 

ます。 

研究開発費     8,813  （千円） 

※４．他勘定振替高の主な内訳は、次のとおりであり 

ます。 

研究開発費      17,375（千円） 

    販売支援費      22,764 



（ロ）Java売上原価明細書 

（注） 

  
第８期 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第９期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 当期商品仕入高   8,475   50,153  

Ⅱ 製造原価        

１．材料費  1,163  0.1 1,049  0.1 

２．外注費  544,707  63.3 385,582  53.1 

３．労務費 ※２ 255,324  29.7 278,574  38.4 

４．経費 ※３ 59,226  6.9 60,868  8.4 

当期総製造費用  860,422  100.0 726,075  100.0 

期首仕掛品たな卸高  54,160   27,213   

計  914,582   753,288   

期末仕掛品たな卸高  27,213   13,776   

他勘定振替高 ※４ 61,982 825,387  115,330 624,181  

合計   833,862   674,335  

Ⅲ 期末商品たな卸高   －   79  

Java売上原価   833,862   674,256  

第８期 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第９期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１．原価計算の方法は、個別原価計算によっておりま

す。 

１．原価計算の方法は、個別原価計算によっておりま

す。 

※２．労務費の主な内訳は、次のとおりであります。 

賃金手当等    219,177 （千円） 

法定福利費     28,542 

退職給付費用    6,448 

※２．労務費の主な内訳は、次のとおりであります。 

賃金手当等          186,284（千円） 

法定福利費           27,918 

退職給付費用          7,741 

※３．経費の主な内訳は、次のとおりであります。 

地代家賃      23,013 （千円） 

賃借料       11,388 

減価償却費     6,030 

※３．経費の主な内訳は、次のとおりであります。 

地代家賃            18,605（千円） 

旅費交通費          9,010 

減価償却費           9,337 

※４．他勘定振替高の主な内訳は、次のとおりであり 

ます。 

研究開発費     56,044  （千円） 

ソフトウェア    5,695 

※４．他勘定振替高の主な内訳は、次のとおりであり 

ます。 

研究開発費     49,839（千円） 

販売支援費     63,817     



③【キャッシュ・フロー計算書】 

  
第８期 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第９期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

税引前当期純利益  264,732 268,544 

減価償却費  15,634 21,512 

退職給付引当金の増減
額(△減少額） 

 △32,277 5,183 

役員退職慰労引当金の
増加額 

 5,500 3,800 

貸倒引当金の増減額
（△減少額） 

 △86 25,033 

受取利息及び受取配当
金 

 △2 △9 

固定資産除却損  5,357 － 

売上債権の増加額  △51,289 △357,699 

前渡金の増加額  － △315,612 

たな卸資産の増加額  △4,051 △287,230 

仕入債務の増減額（△
減少額） 

 △194,689 252,007 

未収入金の増減額（△
増加額） 

 1,604 △1,226 

未払金の増加額  942 28,537 

未払費用の増加額  1,304 9,117 

前受金の増加額  41,699 326,271 

その他資産負債増減額  △29,376 7,861 

未払消費税等の増減額
（△減少額） 

 16,179 △16,984 

小計  41,182 △30,894 

利息及び配当金の受取
額 

 2 9 

法人税等の支払額  △2,290 △2,289 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 38,894 △33,174 

 



  
第８期 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第９期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

有形固定資産の取得に
よる支出 

 △11,073 △13,057 

無形固定資産の取得に
よる支出 

 △34,193 △22,973 

出資による支出  △10,000 － 

関係会社株式の取得に
よる支出  

 － △17,500 

保証金の支出  △1,378 － 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △56,646 △53,531 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

株式の発行による収入  520,800 63,600 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 520,800 63,600 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増
減額(△減少額) 

 503,048 △23,106 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 254,706 757,755 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
末残高 

 757,755 734,648 

    



④【利益処分計算書】 

  

  
第８期 

（株主総会承認日 
平成17年３月25日） 

第９期  
（株主総会承認日  
平成18年３月28日）  

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円）  

Ⅰ当期未処分利益  314,765 536,769 

  Ⅱ利益処分額       

     配当金   － 38,635 

Ⅲ次期繰越利益  314,765 498,134 

       



重要な会計方針 

項目 
第８期 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第９期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１．有価証券評価基準及び評 

価方法 

      ────── 

  

関連会社株式 

 移動平均法による原価法を採用してお 

 ります。 

       

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品 

 移動平均法による原価法を採用してお 

 ります。 

  

商品 

        同左 

 原材料 

移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

 (会計処理の変更) 

従来、商品については総平均法によ

る原価法、原材料については先入先出

法による原価法を採用しておりました

が、たな卸資産残高及び売上損益の算

定を迅速かつ統一的処理方法で行うた

めに新システムを導入し、当事業年度

より移動平均法による原価法に変更し

ております。 

   この変更により従来の基準によった

場合に比べ、売上総利益、営業利益、

経常利益及び税引前当期純利益はそれ

ぞれ8,402千円多く計上されておりま

す。 

原材料 

       同左 

  

  

    

 仕掛品 

個別法による原価法を採用しておりま

す。 

仕掛品 

同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

（1）有形固定資産 

定率法を採用しております。 

（1）有形固定資産 

同左 

 （2）無形固定資産 

ソフトウエア（自社利用）について

は、社内における見込利用可能期間

（５年間）による定額法を採用してお

ります。 

（2）無形固定資産 

同左 

４．繰延資産の処理方法 新株発行費 

支出時に全額費用として処理してお

ります。 

新株発行費 

      同左 

５．引当金の計上基準 （1）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より計上しており、貸倒懸念債権等特

定の債権については、個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計上し

ております。 

（1）貸倒引当金 

同左 

   
 



項目 
第８期 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第９期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

 （2）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、退

職一時金については退職給付会計に関

する実務指針に定める簡便法（期末自

己都合要支給額を退職給付債務とする

方法）により、また厚生年金基金につ

いては原則法により、当期末において

発生していると認められる額及び年金

資産の見込額に基づく当期末において

発生していると認められる額を計上し

ております。 

 また数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均勤続年数以内の一定

の年数(12年）による定額法により翌

事業年度から、費用処理することとし

ております。 

（2）退職給付引当金 

       同左 

  

  (追加情報) 

 当社は厚生年金基金の代行部分返上

に関し、平成16年２月１日付で厚生労

働大臣から過去分返上の認可を受けて

おります。これを受け、当社は「退職

給付会計に関する実務指針」(日本公

認会計士協会 会計制度委員会報告第

13号)第44-２項に基づき、認可の日に

おいて代行部分返上益を計上しており

ます。これによる当事業年度の損益に

与える影響額は27,068千円でありま

す。 

  

  

 (3)役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額の負担

額を計上しております。 

 これは、当事業年度において役員退

職慰労金規定を新設したことにより施

行したものであります。 

(3)役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額の負担

額を計上しております。   

  

６．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 

 



項目 
第８期 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第９期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

７. ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 

  為替変動リスクのヘッジについて振 

当処理の要件を充たしている場合には

振当処理を採用しております。 

(1)ヘッジ会計の方法 

              同左 

 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

  当事業年度にヘッジ会計を適用した 

ヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り

であります。 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

        同左 

   ヘッジ手段…為替予約 

  ヘッジ対象…商品及び原材料輸入に

よる外貨建買入債務 

   

   

 (3)ヘッジ方針 

  外貨建債務に係る将来の為替レート 

の変動リスクの回避及び金融収支改善

のため、対象債務の範囲内でヘッジを

行っております。 

(3)ヘッジ方針 

        同左 

 (4)ヘッジ有効性評価の方法 

 有効性評価は、ヘッジ対象とヘッジ

手段に関する重要な条件が同一のため

省略しております。 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 

       同左 

８．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金か

らなっております。 

同左 

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事 

項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 



会計処理方法の変更 

第８期 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第９期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

 固定資産の減損に係る会計基準 

固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会

計審議会平成14年８月９日)）及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用

指針第６号平成15年10月31日)が平成16年3月31日

に終了する事業年度に係る計算書類から適用でき

ることになったことに伴い、当事業年度より同会

計基準及び同適用指針を適用しております。これ

による影響はありません。 

                     ──────  

  



表示方法の変更 

第８期 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第９期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

──────  
  
  

 (損益計算書)  
  「販売支援費」については、従来「給与手当等」他に
含めて処理しておりましたが、金額的な重要性が高ま
り、今後も継続的に発生することが、見込まれるため、
当事業年度より、「給与手当等」他より表示変更を行っ
たものであります。 
 なお、第８期の「給与手当等」他に含まれている金額
は、下記の通りであります。 
     給料手当等   37,455千円 
     その他     11,298千円 

   

 「販売支援費」については、従来「他勘定振替高」に含め

 ず、直接「販売費及び一般管理費」としていましたが、

 当期より当期製造費用に含め、他勘定振替高として処理 

 しております。 

  なお、第８期に販売費及び一般管理費としていた労務費

 及び経費の金額はそれぞれ37,455千円(Linux 24,504千 

 円、Java 12,950千円)、11,298千円(Linux 5,748千円、 

  Java 5,550千円)であります。 

  

  営業外費用の「新株発行費」については、第８期に「上

 場関連費用」に含めて処理しておりましたが、100分10を

 超えたため、当事業年度より区分掲記しました。 

  なお、前期における「新株発行費」の金額は1,639千円 

  であります。 

────── 

  

  

（キャッシュ・フロー計算書） 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「前渡金の増加

額」については、第８期は「その他資産負債増減額」に

含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増したた

め区分掲記しております。 

 なお、第８期の「その他資産負債増減額」に含まれて

いる「前渡金の増加額」は、32,568千円であります。 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

（損益計算書関係） 

第８期 
（平成16年12月31日） 

第９期 
（平成17年12月31日） 

※１．授権株式数及び発行済株式総数 ※１．授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数 普通株式 70,000株 

発行済株式総数 普通株式 37,840 

授権株式数 普通株式 150,000株

発行済株式総数 普通株式 77,270 

※２．関係会社項目 

関係会社に対する資産及び負債には区分掲載され

たもののほか次のものがあります。 

※２．関係会社項目 

関係会社に対する資産及び負債には区分掲載され

たもののほか次のものがあります。 

流動資産  

売掛金 124,453千円 

流動資産  

売掛金 246,496千円 

※３．期末日満期手形 

期末日満期手形の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しております。なお、当期末日

が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手

形が期末残高に含まれております。 

※３．           ────── 

  

受取手形 4,626千円     

 ４．準備金による欠損てん補 

平成15年3月26日開催の定時株主総会において、

下記の欠損てん補を行っております。 

 ４. 準備金による欠損てん補           

平成15年3月26日開催の定時株主総会において、

下記の欠損てん補を行っております。  

資本準備金 400,000千円

その他資本剰余金 42,674 

計 442,674千円

資本準備金 400,000千円

その他資本剰余金 42,674 

計 442,674千円

  

第８期 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第９期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１．売上高の内訳は、次のとおりであります。 ※１．売上高の内訳は、次のとおりであります。 

製・商品売上高 2,674,310千円

役務売上高 1,173,696 

計 3,848,007千円

製・商品売上高 2,958,731千円

役務売上高 1,288,690 

計 4,247,421千円

※２．関係会社への売上高        925,314千円 ※２．関係会社への売上高       1,275,710千円 

※３．研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費  68,735千円 

※３．研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費  66,250千円 

※４．固定資産除却損は、建物5,028千円、工具器具備品

328千円であります。 

※４．       ────── 



（キャッシュ・フロー計算書関係） 

第８期 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第９期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成16年12月31日現在） （平成17年12月31日現在） 

現金及び預金勘定 757,755千円

現金及び現金同等物 757,755千円

現金及び預金勘定   734,648千円

現金及び現金同等物  734,648千円

  



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

 前事業年度（平成16年12月31日現在） 

     該当事項はありません。 

 当事業年度（平成17年12月31日現在） 

  関連会社株式で時価のあるもの 

     関連会社株式で時価のあるものはありません。 

第８期 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第９期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

１． リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

１． リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

工具器具備品 113,735 56,510 57,225 

合計 113,735 56,510 57,225 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

工具器具備品 93,506 50,634 42,871 

ソフトウェア 14,870 2,230 12,640 

合計 108,376 52,864 55,512 

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内 21,629千円

１年超 37,539千円

合計 59,169千円

１年内      26,401千円

１年超       30,992千円

合計       57,394千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 29,874千円

減価償却費相当額 26,969千円

支払利息相当額 2,665千円

支払リース料       27,955千円

減価償却費相当額       25,685千円

支払利息相当額      2,517千円

４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

５．利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

５．利息相当額の算定方法 

同左 



（デリバティブ取引関係） 

  前事業年度（自平成16年１月１日 至平成16年12月31日） 

 (1)取引の内容 

   当社の利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。 

 (2)取引に対する取組方針 

   当社のデリバティブ取引は、将来の為替の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方

針であります。 

 (3)取引の利用目的 

   当社のデリバティブ取引は、外貨建金銭債務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図る目的で利用

しております。 

   なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。 

①ヘッジ会計の方法 

    為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たしている場合には振当処理を採用しております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

    当事業年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通りであります。 

      ヘッジ手段…為替予約 

      ヘッジ対象…商品及び原材料輸入による外貨建買入債務 

③ヘッジ方針 

    外貨建債務に係る将来の為替レートの変動リスクの回避及び金融収支改善のため、対象債務の範囲内でヘッジ

を行っております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

有効性評価は、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件が同一のため省略しております。 

 (4)取引に係るリスクの内容 

   為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有しております。なお、取引相手先は高格付けを有する金融機関

に限定しているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。 

 (5)取引に係るリスク管理体制 

   デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額を定めた社内ルールに従い、資金担当部門

が決裁担当者の承認を得て行っております。 

 (6)取引の時価等に関する事項についての補足説明 

   該当事項はありません。 



  当事業年度（自平成17年１月１日 至平成17年12月31日） 

 (1)取引の内容 

   当社の利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。 

 (2)取引に対する取組方針 

   当社のデリバティブ取引は、将来の為替の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方

針であります。 

 (3)取引の利用目的 

   当社のデリバティブ取引は、外貨建金銭債務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図る目的で利用

しております。 

   なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。 

①ヘッジ会計の方法 

    為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たしている場合には振当処理を採用しております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

    当事業年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通りであります。 

      ヘッジ手段…為替予約 

      ヘッジ対象…商品及び原材料輸入による外貨建買入債務 

③ヘッジ方針 

    外貨建債務に係る将来の為替レートの変動リスクの回避及び金融収支改善のため、対象債務の範囲内でヘッジ

を行っております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

有効性評価は、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件が同一のため省略しております。 

 (4)取引に係るリスクの内容 

   為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有しております。なお、取引相手先は高格付けを有する金融機関

に限定しているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。 

 (5)取引に係るリスク管理体制 

   デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額を定めた社内ルールに従い、資金担当部門

が決裁担当者の承認を得て行っております。 

 (6)取引の時価等に関する事項についての補足説明 

   該当事項はありません。 



（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、退職給付型の制度として、厚生年金基金制度と退職一時金制度を併用しており、厚生年金基金は平成９年

７月から大塚商会厚生年金基金に加入しております。 

 また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。 

２．退職給付債務及びその内訳 

３．退職給付費用の内訳 

（注）当社は、厚生年金基金は原則法、退職一時金は簡便法を採用しております。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
第８期 

（平成16年12月31日） 
第９期 

（平成17年12月31日） 

(1) 退職給付債務 △70,962千円         △95,223千円 

(2) 年金資産 40,239 62,058 

(3) 未積立退職給付債務(1)+(2) △30,722 △33,165 

(4) 未認識数理計算上の差異 35,465 32,725 

(5) 貸借対照表計上額純額((3)+(4)) 4,743 △439 

(6) 前払年金費用 27,479 33,611 

(7) 退職給付引当金 (5)-(6) △22,736 △34,050 

 
第８期 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第９期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

退職給付費用 17,174千円       24,423千円 

(1) 勤務費用 16,921 21,356 

(2) 利息費用 1,288 723 

(3) 期末運用収益（減算） △2,379 △804 

(4) 過去勤務債務の費用処理額 △146 － 

(5) 数理計算上の差異の費用処理額 1,491 3,147 

 
第８期 

（平成16年12月31日） 
第９期 

（平成17年12月31日） 

(1) 割引率（％） 1.5 1.5 

(2) 期末運用収益率（％） 3.0 2.0 

(3) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

(4) 過去勤務債務の処理年数（年） 12 － 

(5) 数理計算上の差異の処理年数 翌事業年度より12年 翌事業年度より12年 



（税効果会計関係） 

（持分法損益等） 

第８期（自平成16年１月１日 至平成16年12月31日） 

該当事項はありません。 

第９期（自平成17年１月１日 至平成17年12月31日） 

該当事項はありません。 

第８期 
（平成16年12月31日） 

第９期 
（平成17年12月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

 千円

繰延税金資産   

退職給付費用否認 8,916 

一括償却資産償却超過額 1,016 

たな卸資産評価減否認 3,980 

未払事業所税 967 

役員退職慰労引当金否認 2,238 

貸倒引当金損金算入限度超過額 193 

未払賞与否認 3,668 

繰越欠損金 366,194 

小計 387,176 

評価性引当額 △229,915 

繰延税金資産合計 157,261 

   

繰延税金負債   

 前払年金費用 △11,184 

繰延税金負債合計 △11,184 

繰延税金資産の純額 146,077 

 千円

繰延税金資産   

退職給付費用否認 13,690 

一括償却資産償却超過額 679 

たな卸資産評価減否認 5,524 

未払事業所税 1,024 

役員退職慰労引当金否認 3,785 

未払事業税 3,812 

貸倒引当金損金算入限度超過額 10,381 

繰越欠損金 173,120 

小計 212,019 

評価性引当額 △96,589 

繰延税金資産合計 115,429 

   

繰延税金負債   

 前払年金費用 △13,679 

繰延税金負債合計 △13,679 

繰延税金資産の純額 101,750 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 （％）

法定実効税率 42.1 

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.8 

住民税均等割 0.9 

税率変更による期末繰延税金資産の減額 0.8 

修正   

評価性引当額の取崩 △69.5 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △24.9 

 （％）

法定実効税率 40.7 

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.1 

住民税均等割 0.9 

評価性引当額の取崩 △25.4 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 17.3 



【関連当事者との取引】 

第８期（自平成16年１月１日 至平成16年12月31日） 

親会社及び法人主要株主等 

 （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等については、一般取引条件と同様に決定しております。 

第９期（自平成17年１月１日 至平成17年12月31日） 

親会社及び法人主要株主等 

 （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等については、一般取引条件と同様に決定しております。 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
(千円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

親会社 
株式会社

大塚商会 

東京都千

代田区 
10,374 

情報・通

信業 
直接 53.9 2名 

当社の

顧客 

受託開発等 925,314 売掛金 124,453 

商品等の仕

入 
12,189 買掛金 840 

消耗品等の

購入 
11,907 未払金 3,513 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
(千円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

親会社 
株式会社

大塚商会 

東京都千

代田区 
10,374 

情報・通

信業 
直接 52.8 2名 

当社の

顧客 

受託開発等 1,275,710 売掛金 246,496 

商品等の仕

入 
9,362 買掛金 1,020 

消耗品等の

購入 
47,268 未払金 20,919 



（１株当たり情報） 

 （注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、下記のとおりであ

ります。 

第８期 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第９期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１株当たり純資産額 41,902.22円 

１株当たり当期純利益金額 9,019.29円 

１株当たり純資産額        24,216.18円 

１株当たり当期純利益金額         2,924.34円 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額 8,738.65円 

  

  当社は、平成17年６月30日開催の取締役会において株式

 分割による新株式の発行を行う旨の決議をし、平成17年

 ９月20日付をもって分割しております。 

  当該株式分割の内容は、下記の通りであります。 

  1. 平成17年７月29日最終の株主名簿及び実質株主名簿に

  記載又は記録された株主の所有株主数を１株につき２ 

  株の割合をもって分割する。 

 2.分割によって増加する株式数     

       普通株式        37,840株 

     前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合に 

   おける(１株当たり情報)の各数値はそれぞれ以下の 

   通りであります。 

   (前事業年度) 

    1株当たり純資産額      20,951.11円 

    1株当たり当期純利益金額    4,509.65円 

        潜在株式調整後1株当たり 

     当期純利益金額        4,369.32円 

  

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額        2,844.17円 

 
第８期 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第９期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 330,594 222,004 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 330,594 222,004 

期中平均株式数（株） 36,654 75,915 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（株） 1,177 2,140 

（うち新株予約権） (1,177) (2,140) 



（重要な後発事象） 

第８期 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第９期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

平成17年３月25日開催の定時株主総会において、下記の

「ストックオプションとして新株予約権を発行する件」

を決議しております。 

１．新株予約権の割り当てを受ける者 

当社の取締役、監査役、執行役員、従業員、顧問、契約

社員及び当社取引先 

２．新株予約権発行の要領 

(1)新株予約権の目的たる株式の種類および数 

 当社普通株式750株を上限とする。 

 なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は次

の算式により目的たる株式の数を調整し、その結果生じ

る1株未満の端数は切り捨てる。ただし、かかる調整は、

新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約

権の目的たる株式の数についておこなう。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

また、(ⅰ)当社が合併をおこなう場合において、存続会

社もしくは新設会社が新株予約権にかかる当社の義務を

承継するとき、(ⅱ)当社が会社分割をおこなう場合にお

いて、分割によって設立された会社もしくは分割によっ

て営業を承継する会社が新株予約権にかかる当社の義務

を承継するとき、(ⅲ)その他これらの場合に準じて株式

数の調整の必要があるとき、当社は必要と認める株式数

の調整をおこなう。 

(2)新株予約権の総数 

 750個を上限とする。 

 （なお、新株予約権１個当たりの目的たる株式数は１

株とする。ただし、(1)の定めにより株式の数が調整され

た場合、新株予約権１個当たりの目的たる株式数につい

て同様の調整をおこなう。） 

(3)新株予約権の発行価額 

 無償とする。 

(4)新株予約権の行使に際して払い込みをすべき金額 

 新株予約権の目的たる株式１株当たりの払込をすべき

金額（以下「行使価額」という。）は、新株予約権の発

行日の属する月の前月の各日（終値のない日を除く。）

の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終

値の平均値に1.05を乗じた金額とし、１円未満の端数は

切り上げる。ただし、当該金額が新株予約権の発行日の

終値（終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値）

を下回る場合は、当該終値とする。 

 なお、当社が株式分割または株式併合をおこなう場合

は次の算式により行使価額を調整し、その結果生じる１

円未満の端数は切り上げる。 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
１ 

分割・併合の比率

 1.SteelEye Technology, Inc.(以下SteelEye社)の株式 

 の取得に関する基本合意について 

    SteelEye社は、情報システムの障害時に待機用シス

テムへの自動切り替えを行うHA（ハイアベイラビリテ

ィ）クラスタソフトウェアLifeKeeperの開発、販売を

行なっている米国のソフトウェア開発会社です。 

    当社は、SteelEye社を子会社化することによって、

製品価値のより一層の向上に努め、全世界での売上伸

長を目指します。また、SteelEye社が保有する米国や

ヨーロッパにおける販売網を通じ、当社製品やサービ

スの海外展開も検討して参ります。当社は上記目的を

達成するため、平成18年１月27日開催の取締役会にお

いてSteelEye 社の株式を取得することについて、基

本合意することを決議し、基本合意書を締結いたしま

した。なお、最終合意に至った場合には当該会社は当

社の子会社となります。 

(1)SteelEye社の概要 

 ① 商号      SteelEye Technology, Inc. 

 ② 所在地     2275 East Bayshore Road, Palo Alto,

                 California 

 ③ 代表者     President & CEO : Paul Adams 

 ④ 設立年月  1999年11月 

 ⑤ 資本金    7,100千ドル 

 ⑥ 事業の内容  

           情報システムの障害時に待機用システムへの 

           自動切り替えを行なうHA（ハイアベイラビリ 

           ティ）クラスタソフトウェアLifeKeeperなど 

           の開発、販売 

  ⑦ 従業員数  28名 

 ⑧ 主要株主  Venrock Associates、Dali, Hook  

                 Partners、Massey Burch Capital  

         Corp.、SAP Ventures等 

 ⑨ 決算期    12月 

 ⑩ 売上高    5,112千ドル（2005年見込み） 

  ⑪ 当社との関係 仕入れ先 

(2)取得額 

   17百万ドル 

(3)株式の取得先、取得株式数及び取得前後の所有株  

  式の状況について 

   既存株主からの株式の譲り受けにより、全株 

  式の取得を目指すことで基本合意しております 

    が、株式の取得先、取得株式数につきまして 

  は、今後決定次第お知らせする予定であります。 
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 また、当社が時価を下回る価額で新株の発行また

は自己株式の処分をおこなう場合（新株予約権（新

株予約権付社債も含む。）による場合を除く。）

は、次の算式により行使価額を調整し、その結果生

じる１円未満の端数は切り上げる。 

 上記算式において、「既発行株式数」とは当社の

発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控

除した数とし、自己株式の処分をおこなう場合には

「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読

み替える。 

 さらに、(ⅰ)当社が合併をおこなう場合におい

て、存続会社もしくは新設会社が新株予約権にかか

る当社の義務を承継するとき、(ⅱ)会社分割をおこ

なう場合において、分割によって設立された会社も

しくは分割によって営業を承継する会社が新株予約

権にかかる当社の義務を承継するとき、（ⅲ）その

他これらの場合に準じて行使価額の調整の必要があ

るとき、当社は必要と認める行使価額の調整をおこ

なう。 

(5)新株予約権の行使期間 

 平成19年４月１日から平成23年３月31日まで 

(6)新株予約権の行使の条件 

①新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権

者」という。）のうち新株予約権発行時において

当社の取締役、監査役、執行役員または従業員の

地位にあった者は、新株予約権の行使時において

も、当社または当社子会社の取締役、監査役、執

行役員、従業員の地位にあることを要する。 

②新株予約権者のうち新株予約権発行時において当

社の顧問及び契約社員であった者は、新株予約権

の行使に先立ち当社取締役会の承認を要する。 

③新株予約権者のうち新株予約権発行時において当

社の取引先であったものは、新株予約権の行使時

においても当社と継続的に取引を行っていること

を要する。 

④新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権

の相続は認めないものとする。 

⑤その他の新株予約権の行使の条件については、平

成17年３月25日の株主総会決議および取締役会決

議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株

予約権割当契約に定める。 

(7)新株予約権の消却事由および消却条件 

①新株予約権者が(6)に定めるところにより新株予約

権を行使できなくなった場合、当社は当該新株予

約権を無償で消却することができる。 

    
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行

使価額 
＝ 
調整前行

使価額 
× 

１株当たり時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

    (4)日程 

       最終合意書締結、株式売買契約書締結及び株式 

   取得の予定については、今後SteelEye社の資産 

   内容、事業計画等の精査を行い、第10期上半期 

   での全株式取得を目指しております。   

  

 2.新株予約権の発行について 

 当社は、平成18年３月28日開催の定時株主総会にお

いて、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づ

き、以下の要領により、当社及び当社子会社の取締

役、監査役、執行役員、従業員、顧問、契約社員、並

びに当社取引先に対しストックオプションとして新株

予約権を無償で発行することを特別決議しました。 

(1)新株予約権の割当を受ける者 

 当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役

員、従業員、顧問、契約社員並びに当社取引先 

(2)新株予約権発行の要領 

① 新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

 当社普通株式1800株を上限とする。 

 なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合

は次の算式により目的たる株式の数を調整し、そ

の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。ただ

し、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で

行使されていない新株予約権の目的たる株式の数

について行う。 

 また、(ⅰ)当社が合併を行う場合において、存

続会社もしくは新設会社が新株予約権にかかる当

社の義務を承継するとき、(ⅱ)当社が会社分割を

行う場合において、分割によって設立された会社

もしくは分割によって営業を承継する会社が新株

予約権にかかる当社の義務を承継するとき、(ⅲ)

その他これらの場合に準じて株式数の調整の必要

があるとき、当社は必要と認める株式数の調整を

行う。 

調整後株式数＝調整前株式数 ×分割・併合の比率 
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②新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放

棄した場合、当社は当該新株予約権を無償で消却

することができる。 

③新株予約権者が死亡した場合、当社は当該新株予

約権を無償で消却することができる。 

④当社が合併をおこなう場合において、存続会社も

しくは新設会社が新株予約権に係る当社の義務を

承継しない場合、当社が会社分割をおこなう場合

において、分割によって設立された会社もしくは

分割によって営業を承継する会社が新株予約権に

かかる当社の義務を承継しない場合、または株式

移転もしくは株式交換によって当社が完全子会社

となる場合、当社は新株予約権を無償で消却する

ことができる。 

⑤その他の消却事由および消却条件については、平

成17年３月25日株主総会決議および取締役会決議

に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予

約権割当契約に定める。 

(8)新株予約権の譲渡制限 

 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要す

る。 

(9)その他、新株予約権の発行に関する詳細について

は、新株予約権発行の取締役会決議および新株予約

権割当契約により定めるものとする。 

３．特に有利な条件をもって新株予約権を発行すること

を必要とする理由 

 当社の取締役、執行役員、従業員および契約社員に

対しては、業績向上に対する士気を高めるとともに優

秀な人材を登用することを狙いとして、当社の監査役

に対しては適正な監査に対する意識を一層高めること

を狙いとして、当社の取引先に対しては当社との友好

な取引関係を一層深めることを狙いとして、当社の顧

問に対しては当社業績向上への寄与を促進するためス

トックオプションとして新株予約権を無償で発行いた

します。 

② 新株予約権の総数 

 1800個を上限とする。 

 （なお、新株予約権１個当たりの目的たる株式

数は１株とする。ただし、(1) の定めにより株式

の数が調整された場合、新株予約権１個当たりの

目的たる株式数について同様の調整を行う。） 

③ 新株予約権の発行価額 

 無償とする。 

④ 新株予約権の行使に際して払込をすべき金額 

 新株予約権の目的たる株式１株当たりの払込を

すべき金額（以下「行使価額」という。）は、新

株予約権の発行日の属する月の前月の各日（終値

のない日を除く。）の東京証券取引所における当

社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗

じた金額とし、１円未満の端数は切り上げる。た

だし、当該金額が新株予約権の発行日の終値（終

値がない場合は、それに先立つ直近日の終値）を

下回る場合は、当該終値とする。 

 なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合

は次の算式により行使価額を調整し、その結果生

じる１円未満の端数は切り上げる。 

 また、当社が時価を下回る価額で新株の発行又

は自己株式の処分を行う場合（新株予約権（新株

予約権付社債を含む）による場合を除く。）は、

次の算式により行使価額を調整し、その結果生じ

る１円未満の端数は切り上げる。 

 上記算式において、「既発行株式数」とは当社

の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数

を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合に

は「新規発行株式数」を「処分する自己株式

数」、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処

分金額」と読み替える。 

 さらに、(ⅰ)当社が合併を行う場合において、

存続会社もしくは新設会社が新株予約権にかかる

当社の義務を承継するとき、(ⅱ)会社分割を行う

場合において、分割によって設立された会社もし

くは分割によって営業を承継する会社が新株予約

権にかかる当社の義務を承継するとき、(ⅲ)その

他これらの場合に準じて行使価額の調整の必要が

あるとき、当社は必要と認める行使価額の調整を

行う。 

⑤ 新株予約権の行使期間 

平成20年４月１日から平成24年３月31日まで 

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 ×
１ 

分割・併合の比率

    既発行
株式数 

＋

新規発
行株式
数 

×
１株当たり
払込金額 

調整後
行使価額 

＝
調整前
行使価額 

×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

 



第８期 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

第９期 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

  ⑥ 新株予約権の行使の条件 

ⅰ.新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約

権者」という。）のうち新株予約権発行時にお

いて当社又は当社子会社の取締役、監査役、執

行役員、従業員の地位にあった者は、新株予約

権の行使時においても、当社又は当社子会社の

取締役、監査役、執行役員、従業員の地位にあ

ることを要する。 

ⅱ.新株予約権者のうち新株予約権発行時において

当社又は当社子会社の顧問あるいは契約社員で

あった者は、新株予約権の行使に先立ち当社取

締役会の承認を要する。 

ⅲ.新株予約権者のうち新株予約権発行時において

当社の取引先であったものは、新株予約権の行

使時においても当社と継続的に取引を行ってい

ることを要する。 

ⅳ.新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約

権の相続は認めないものとする。 

ⅴ.その他の新株予約権の行使の条件については、

平成18年３月28日の株主総会決議及び取締役会

決議に基づき、当社と対象者との間で締結する

新株予約権割当契約に定める。 

⑦ 新株予約権の消却事由及び消却条件 

ⅰ.新株予約権者が⑥に定めるところにより新株予

約権を行使できなくなった場合、当社は当該新

株予約権を無償で消却することができる。 

ⅱ.新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放

棄した場合、当社は当該新株予約権を無償で消

却することができる。 

ⅲ.新株予約権者が死亡した場合、当社は当該新株

予約権を無償で消却することができる。 

ⅳ.当社が合併を行う場合において、存続会社もし

くは新設会社が新株予約権に係る当社の義務を

承継しない場合、当社が会社分割を行う場合に

おいて、分割によって設立された会社もしくは

分割によって営業を承継する会社が新株予約権

にかかる当社の義務を承継しない場合、又は株

式移転もしくは株式交換によって当社が完全子

会社となる場合、当社は新株予約権を無償で消

却することができる。 

ⅴ.その他の消却事由及び消却条件については、平

成18年３月28日の株主総会決議及び取締役会決

議に基づき、当社と対象者との間で締結する新

株予約権割当契約に定める。 
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  ⑧新株予約権の譲渡制限 

 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の承認

を要する。 

⑨その他、新株予約権の発行に関する詳細について

は、新株予約権発行の取締役会決議及び新株予約

権割当契約により定めるものとする。 

(3)特に有利な条件をもって新株予約権を発行すること

を必要とする理由 

 当社及び当社子会社の取締役、執行役員、従業員

及び契約社員に対しては、業績向上に対する士気を

高めるとともに優秀な人材を登用することを狙いと

して、当社及び当社子会社の監査役に対しては適正

な監査に対する意識を一層高めることを狙いとし

て、当社の取引先に対しては当社との友好な取引関

係を一層深めることを狙いとして、当社及び当社子

会社の顧問に対しては業績向上への寄与を促進する

ためストックオプションとして新株予約権を無償で

発行いたします。 

 3.本社移転について 

  当社は、平成18年10月に本社移転を予定しており

ます。これに伴うオフィス移設、オフィスの原状回

復工事、従来の設備等の除却の発生が見込まれるた

め、平成18年度の計画に本社移転費用として特別損

失70百万円を見込んでおります。 



⑤【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

該当事項はありません。 

【有形固定資産等明細表】 

 （注）当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。 

【社債明細表】 

該当事項はありません。 

【借入金等明細表】 

該当事項はありません。 

資産の種類 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額 
（千円） 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末
残高 
（千円） 

有形固定資産        

建物 48,528 5,275 － 53,804 24,746 4,385 29,058 

工具器具備品 23,806 7,781 － 31,588 19,206 5,139 12,382 

有形固定資産計 72,335 13,057 － 85,393 43,952 9,525 41,440 

無形固定資産        

ソフトウエア 59,213 22,900 6,365 75,748 16,985 11,986 58,763 

電話加入権 954 73 － 1,028 － － 1,028 

無形固定資産計 60,168 22,973 6,365 76,776 16,985 11,986 59,791 

ソフトウェア 増加 業務システム導入による増加 22,900千円 



【資本金等明細表】 

 （注）資本金及び株式払込剰余金の当期増加額並びに普通株式の当期増加39,430株は下記の理由によるものでありま

す。 

    ①平成17年9月20日をもって１株につき２株の割合で株式分割を行い、発行発行済株式の総数は37,840株増加して 

  おります。 

    ②商法第280条ノ20、商法第280条ノ21及び商法280条ノ27の規定に基づく新株予約権（ストックオプション）の権 

    利行使による新株発行によって、株式数は合計で1,590株増加しております。 

【引当金明細表】 

 （注）貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金（千円） 945,515 31,800 － 977,315 

資本金のうち

既発行株式 

普通株式 （株） (37,840) (39,430) (－) (77,270) 

普通株式 （千円） 945,515 31,800 － 977,315 

計 （株） (37,840) (39,430) (－) (77,270) 

計 （千円） 945,515 31,800 － 977,315 

資本準備金及

びその他資本

剰余金 

（資本準備金）      

株式払込剰余金 （千円） 325,300 31,800 － 357,100 

計 （千円） 325,300 31,800 － 357,100 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（千円） 

当期減少額 
（その他） 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

貸倒引当金 475 25,508 － 475 25,508 

役員退職慰労引当金 5,500 4,884 1,084 － 9,300 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 現金及び預金 

② 売掛金 

(イ）相手先別内訳 

  

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注）当期発生高には消費税等が含まれております。 

③ 商品 

④ 原材料 

区分 金額（千円） 

現金 222 

普通預金 734,426 

合計 734,648 

            相手先 

  

           金額（千円） 

  

 株式会社大塚商会 246,496 

 ソフトバンクBB株式会社 156,723 

 丸紅株式会社 133,256 

 カテナ株式会社 34,323 

 株式会社エヌシージャパン 29,777 

 その他 325,821 

              合計 926,398 

前期繰越高 

（千円） 

当期発生高 

（千円） 

当期回収高 

（千円） 

次期繰越高 

（千円） 
回収率（％） 滞留期間（日） 

(A) (B) (C) (D) 
(C) 

─────
(A) ＋ (B)

×100 

(A) ＋ (D) 
───── 
２ 

────── 
(B) 

───── 
365 

562,262 4,460,306 4,096,169 926,398 81.6 60.9 

品目 金額（千円） 

ソフトウエア 426,775 

合計 426,775 

品目 金額（千円） 

サーバ用部材 55,140 

合計 55,140 



⑤ 仕掛品 

      ⑥ 前渡金 

⑦ 買掛金 

  

   ⑧ 前受金 

(3）【その他】 

 特記事項はありません。 

品目 金額（千円） 

Java受託開発費用 13,776 

合計 13,776 

相手先 金額（千円） 

レッドハット株式会社 342,724 

ユニアデックス株式会社 10,472 

Tresys Technology,LLC 4,047 

Black Duck Software,Inc 3,618 

その他 117 

合計 360,980 

  

相手先  

  

         金額（千円）  

 レッドハット株式会社 173,735 

 トレンドマイクロ株式会社 44,231 

 Uniwide Technologies,Inc. 25,872 

 株式会社シネックス 21,543 

 デジタルアーツ株式会社 20,434 

 その他 84,340 

       合計 370,158 

相手先 金額（千円） 

ソフトバンクBB株式会社 94,958 

丸紅株式会社 69,923 

株式会社大塚商会 67,940 

株式会社ネットワールド 38,187 

パナソニックソリューションテクノロジー株式会社 16,294 

その他 133,912 

合計 421,216 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

決算期 12月31日 

定時株主総会 ３月中 

基準日 12月31日 

株券の種類 １株券 10株券 100株券 

中間配当基準日 ６月30日 

１単元の株式数  － 

株式の名義書換え  

取扱場所 
東京都港区芝三丁目33番１号 

中央三井信託銀行株式会社 本店 

代理人 
東京都港区芝三丁目33番１号 

中央三井信託銀行株式会社 

取次所 
中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 

日本証券代行株式会社 本支店、出張所 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

端株の買取り  

取扱場所 
東京都港区芝三丁目33番１号 

中央三井信託銀行株式会社 本店 

代理人 
東京都港区芝三丁目33番１号 

中央三井信託銀行株式会社 

取次所 
中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 

日本証券代行株式会社 本支店、出張所 

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載新聞名 日本経済新聞 

株主に対する特典 該当事項はありません。 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

 当社の親会社等である株式会社大塚商会は、継続開示会社であり、東京証券取引所に上場しております。 

２【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第８期）（自 平成16年１月１日 至 平成16年12月31日）平成17年3月28日関東財務局長に提

出。 

(2）臨時報告書 

平成17年6月13日関東財務局長に提出。 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２(新株予約権の発行)に基づく臨時報告書であり 

ます。 

(3）半期報告書 

第９期中 （自 平成1７年１月１日 至 平成16年６月30日）平成1７年９月15日関東財務局長に提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成１７年３月２５日

株 式 会 社 テ ン ア ー ト ニ 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社テンアート

ニの平成１６年１月１日から平成１６年１２月３１日までの第８期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、キャ

ッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法

人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財

務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採

用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを

含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社テンアート

ニの平成１６年１２月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべ

ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 重要な会計方針に記載されているとおり、会社はたな卸資産の評価基準及び評価方法を変更した。 

  

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
代表社員
関与社員 

公認会計士 仲 井 一 彦 

      

  関与社員 公認会計士 石 井 哲 也 

      



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成１８年３月２８日

株 式 会 社 テ ン ア ー ト ニ 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社テンアート

ニの平成１７年１月１日から平成１７年１２月３１日までの第９期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、キャ

ッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法

人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財

務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採

用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを

含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社テンアート

ニの平成１７年１２月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべ

ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 １. 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成１８年１月２７日にSteel Eye社の株式の取得に関する基本合意書を締結

した。 

 ２. 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成１８年３月２８日開催の定時株主総会において新株予約権の発行を決議

した。 

 ３. 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成１８年１０月に本社移転を予定しており、本社移転費用として特別損失

７０百万円を見込んでいる。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 仲 井 一 彦 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 石 井 哲 也 
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